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性別違和のある人と社会生活－当事者の語りから

松尾　祐子
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
性別違和のある人が社会の中で安心して暮らすためには、医療だけではなく生活全体を考えることが必

要である。この研究では当事者の語りから、困った時に相談できない状況と社会生活を維持するために対
処してきたことに焦点をあて、生活の視点から考察することを目的とした。

2人の当事者へ協力を依頼しインタビューを行った結果、学校生活や職場での困った場面において相談
することは殆どなく、自分自身で対処法を考え何とか生活してきた状況であった。社会生活における困難
は日常的なことから制度面のことなど多種多様であるが、男女二分化された社会の中では、周囲は困難に
気づきにくい状況である。当事者が安心して暮らせる社会の実現には、性の多様性を小学校低学年から学
ぶことや、通称名の使用や性別欄の柔軟な対応などの制度や法の整備が必要であるといえる。

キーワード：性別違和、社会生活、人権、生きづらさ

1．はじめに
2011年に国連人権理事会で「人権と性的指向・

性自認」が採択され1）、その後の人権を守る活動
により、2013年にアメリカ精神医学会が出した精
神疾患の診断基準・分類（DSM－5）では、性同
一性障害は性別違和に変更された。その影響を受
け2018年には世界保健機構（WHO）が発表した
国際疾病分類（ICD－11）では、性同一性障害は

「精神疾患」から外され、「保健健康関連の病態」
という分類となった。日本では2018年に性別適合
手術が保険適用となり、医療分野において、「精
神疾患からの脱病理化」と必要な治療を受け易く
する動きがみられる2）。

また、教育現場においても性的マイノリティの
子どもへの配慮への取り組みが始まっている。
2015年には文部科学省から出された「性同一性障
害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施
について」3）では、学校内における具体的な支援
の事例が示された。2018年には日本学生支援機構
から「大学等における性的指向・性自認の多様な
あり方の理解増進に向けて」4）という資料が出さ
れている。

このように人権を守る取り組みが、様々な分野
で進められているが、性別違和の人の社会生活を
送る上での困難は見えづらい。男女二分化が社会
の根底にある中で、十分な理解が得られている状
況とは言えない。中塚5）は「ホルモン療法を行い、
性別適合手術を受けることが最終目標ではない、

当事者が幸福な生活を送るためには、視点を拡げ
て『生活』の視点へ支援が向かう必要がある」と
述べている。そこで性別違和の人が安心して生活
を送るために必要なことを検討するため、当事者
への聞き取り調査を行った。

2．研究の目的
この研究では、性別違和のある当事者への聞き

取り調査を行い、困った場面で相談できない状況
と、困った状況の中で社会生活を維持させるため
に対処してきたことに焦点をあてた。調査で語ら
れた内容を整理し、性別違和の人が安心して暮ら
せる社会の実現のために必要なことを、生活の視
点から考察することを目的とする。

3．方法
3－1　調査の概要

本研究では、協力が得られた性別違和のある2
名の当事者へは、事前に調査の趣旨等を説明し同
意を得た上で、2020年11月～12月に1人1～2時
間の半構造化面接を行った。インタビューはプラ
イバシーが守れる研究室等で行った。

質問項目は「性別違和に気づいた時期」「生活
を送る上で困ったこと」「困った状況を周囲に相
談できた場合とできなかった場合」「困った状況
にどのように対処してきたか」とし、性別に違和
を感じた時から現在までを時間軸に添って」語っ
てもらった。インタビューの内容は、個人情報が
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特定されないように要約してまとめた。

3－2　倫理的配慮
調査は富山福祉短期大学の倫理審査委員会の承

認を得て実施した。（承認番号2020－004）対象
者へは「調査研究への協力とお願い」の文章を基
に、研究の目的、内容、データの取り扱いについ
て説明し、「研究協力の同意書」により同意の意
思を確認した。インタビューで語られた内容は時
間軸にそってまとめ、投稿前に対象者へ確認して
もらった。

4．結果
下記は、Aさん（30代、トランス男性）とBさ

ん（20代、トランス男性）へのインタビューの要
約である。性別違和を感じた時期から現在までを
内容ごとに分けてまとめた。

4－1　Aさん
（1）性別違和への気づきから就職まで
①小学校入学前

男女に分かれた遊びが嫌で、1人になれる遊び
を好んでしていた。特に水着になるのが嫌だった
が、我がままで入りたくないと思われたくなかっ
たので、罪悪感もあったがアトピーで痒い振りを
して皮膚に傷を作って、プールに入れない正当な
理由を作っていた。女の子用のお弁当などを持っ
ているのを見られるのも嫌だった。
②小学・中学時代（性別への違和感が強くなる）

小学校高学年になると女子トイレに入ることに
違和感を覚えて、学校では我慢して1度もトイレ
に行かないようにしていた。女子トイレに入る自
分を見られたくない気もちが強く、その影響で膀
胱炎を患うことになった。5・6年生の時の宿泊研
修も行きたくなかったが、全員が参加する中で行
きたくない言うことはできなかった。自分が悪い
立場にならないように考え、できるだけ困難と感
じることを避けて学校生活を送った。
③中学時代（非行に走る、母親へカミングアウト）

中学校に入り制服のスカートを履くことに嫌悪
感を覚えたが、状況を変えることはできないので、
自分を変えるしかないという気もちに折り合いを
つけていた。同級生の女の子を好きになり、複雑
な気持ちを日記に書きながら整理していた。2年
生になった頃にいじめなどもあり、不登校となり
非行に走った。児童相談所へも連れて行かれるが、
性別の違和感については話せなかった。その頃、
非行仲間に違和感について話をするが、友だちの

理解は不十分な感じを受けた。
3年生の時にテレビの「金八先生」で性別違和

の主人公を見て、「性同一性障害」について知る。
高校進学を前に、人生が切り替わる時期で制服の
ある高校に行くことはできないと思い、母親へカ
ミングアウトした。母親はかなり驚いて、最初は
相手にしてもらえず気まずい雰囲気となったが、
非行の背景に性別への違和感があったことを知り、
それまでの母親とのギスギスした感じはなくなっ
た。
④高校時代（当事者と出会う、将来の治療計画を
立てる）

制服がない通信制の高校へ進学し、周囲の目を
気にしながら男性の服装もするようになる。女子
の会話に入っても、男子と会話に入っても自分は
人と違うと感じ、居場所がないように感じた。

父親と兄へ性別違和について話をすると、案外
すんなりと受け入れられ、兄から「弟」と呼ばれ
るようになった。また、インターネットを通して
1歳年下の性別違和のある当事者と出会い、実際
に会って話をするようになる。性別違和の当事者
のためのグッズや下着を販売する会社のモデルと
なり、さらに東京へ行ってその会社で働く当事者
の姿も見て刺激を受け、富山との違いを感じた。

東京の当事者との関わりを通して「自分は自分
なんだと自信をもって生きたい」と前向きに考え
るようになった。性別違和について自分で調べて、
将来についての計画（治療や手術なども含めて）
を立てることが心の支えとなっていた。
⑤短大時代（ホルモン注射を始める）

18歳になりホルモン注射を始め、男女が分かれ
て座っているような教室では、 その間くらいに
座って授業を受けた。授業では障害のある人や高
齢者の福祉について学んだが、性別について悩む
人の話は全くなく福祉の対象外になっていると感
じた。福祉施設の実習では、女性の服装で行くよ
うに指導され苦痛に感じた。しかしその時は性別
違和について相談することができず、やむを得な
いと思い、次の実習は希望しなかった。

相談できる時とできない時はあるが、この先ど
こへ行っても、自分が過ごしやすいと思える環境
を自分自身で作るしかないと考えた。それが周囲
の人の理解を得ていくことにもつながり、 また
困った時に相談相手になってもらえると思い、自
分から働きかけるようにした。その後、クラスの
数人の友だちと担当の先生に性別違和について話
をして、卒業研究では性の多様性をテーマに発表
した。
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⑥就職（男性として働く）
性別違和に理解のある社長がいる東京の会社へ

男性として就職し、日々の仕事は事情を知らない
男性の中で働いた。働く中で、集団の中で仕事す
ることは困難があり、生きていくためには独立し
て働くしかないと考え、福祉関係の独立した仕事
をするための勉強をした。

また、お金を貯めて性別適合手術を受け、戸籍
を男性に変更し女性と結婚し、その後、妻と一緒
に実家に戻った。祖母や親せきの人へは性別違和
について説明し、近所の人へは混乱させるのを避
けて事情を説明していなく、男の子ぽいと思われ
ている状況となっている。
（2）現在（独立して働く。当事者団体の活動に加
わる。）

実家で妻と両親と祖母と生活している。性別違
和に対する社会の理解が少しでも進むように、当
事者団体の活動に加わり、大学や短大で講演をし
たり、新聞やテレビなどの取材にも応じたり啓発
活動を行っている。同じ悩みをもつ人の助けにな
るように、ピアのサポーターとして当事者の相談
にのっている。

また、独立型の福祉の仕事をしたり、東京と往
復しながら働いたりしていたが、現在は少し体調
を崩したこともあり、フリーランスとしてブログ
を書いたり、趣味のお菓子作りを活かして原稿を
書いたりしている。

4－2　Bさん
（1）性別違和への気づきから就職まで
①小学校入学前（性別違和への気づき）

おやつの前に「小学校へ入ったらやりたいこと」
を言うという時間があり、女の子は「私は」男の
子は「僕は」と言って発表するように先生から言
われたが、どうしても「私は」と言うことができ
ず、おやつの時間が遅れるのは分かっていたが言
えなかった。
②小学・中学時代（部活動の服装で過ごす）

中学校の制服のスカートは履くことに抵抗があ
り、スカートの下にズボンを履いて通学した。学
校へ着いてからは運動部の服装に着替えていたが、
生徒指導の厳しい先生に気に入られて、特に注意
されることはなかった。全校集会の時などは仕方
なくスカートを履いていた。今のようにインター
ネットで検索できる状況ではなかったので、性別
違和については知らなかった。
③高校時代（友達から性別違和について教えられ
る、母親へカミングアウト）

高校ではできるだけスカートの姿を人に見られ
たくないと思い、自転車通学できる高校を選び、
学校ではほぼ毎日、部活動の服装で過ごした。あ
る時、漫画で「性同一性障害」について知ったと
いう中学の時の友だちから、「Bさんもそれではな
いか」と言われ「性同一性障害」について知る。
性別違和について知り、 すっきりしたところも
あったが、違和感が変わる訳ではなく、将来につ
いて考えると悩みは深まったところもあった。そ
の後、高校の友だちや同級生、先生と性別違和に
ついて話はしなかった。

3年生の卒業前に初めて、母親にいずれは男性
として生きていきたいと言うと、母親から「自分
のことが自分でできるようになってからにするよ
うに」と言われ、自分でできることをするしかな
い、自立して1人暮らしをしてからにしようと開
き直るような気もちになった。また、気の迷いで
はないかと言われ、母親に精神科へ連れて行かれ
たこともあった。精神科の待合室の患者を見て、
世の中には悩んでいる人はたくさんいて自分だけ
ではないと感じた。自分の困っていることを周囲
に話をして、不幸やかわいそうな人と思われたく
ない、人に頼りたくない、迷惑をかけたくない、
病んでいても仕方がないという気もちだった。誰
かに性別違和を相談することはせず、自分で働い
て経済的に自立できてから病院へ行くと決めて過
ごした。
④短大時代（周囲に相談することなく過ごす）

福祉系の短大で学ぶ中で、障害をもつ人や困難
を抱える人のことを学び、自分だけが不幸ではな
い、周囲に話をして大変さを分かって欲しいとい
うのは違うのではないかと考えて、性別違和につ
いて誰かに話すことはなく過ごした。卒業前に、
ある先生より「男性として生きていきたいのでは
ないか」と言われた時は、「なんで分かったのだ
ろう」という気もちだった。
⑤就職（ホルモン注射を始める）

福祉施設に勤務し、短大の先生から紹介された
当事者の人から、性別違和の治療について教えて
もらい、1人暮らしを始めてから、専門医の診断
を受けホルモン注射を始めた。今後は性別適合手
術なども考えているが、 手術が保険適用となる
2018年前からホルモン注射を受けていたため、保
険適用の対象とならない状況となっている。
（2）現在
①家族との関係

月1回実家へ帰っていて、すでに外見が男性に
見えるため、親もホルモン注射のことは知ってい
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ると思われるが、高校の時以来、性別違和につい
て親と話をしたことはない。いつも「身体大事に
してね」と言われているので、性別違和のことな
どを話すと、余計に親が心配すると思うと言えな
い。きょうだいの結婚式に着るためのスーツを準
備する際に、父から「男性用のスーツでもよいの
では」と言われ時には嬉しい気もちだった。
②職場

福祉施設の勤務を継続しているが、職場で性別
違和について話をしていない。就職当初と外見が
変わったので気づいている人もいると思うが、特
に相談したり話をしたことはない。制服に男女の
差がないのは良いが、女性として就職したので、
更衣室やトイレなどは女性用を使用している。交
代勤務をしていて、いろいろなトイレもあり特別
に困る状況ではない。施設の利用者から男性と見
られ介助に支障がある場合は、女性スタッフに代
わってもらっている。
③生活面

子ども2人を育てているシングルマザーの女性
と一緒に暮らしている。その女性の家族に話をす
る時が大変だったが、今は子どもたちからはパパ
と呼ばれている。子どもたちが通う保育所には特
に何も話をしていないため、同居人の名前を書く
場合など、本名の女性の名前を書きづらく困って
いる。

また、男性の声となっているため、金融機関の
電話での本人確認してもらえないことや、アパー
トを借りる際には、戸籍上の氏名で借りる必要が
あり困った。
④周囲に話さない理由や将来について

周囲に性別違和について話さない生活に慣れて
いて、できるだけ困難なことを避けながら、遠回
りでも仕方がない、目的を達成できれば良いと割
り切って考えている。職場や社会に理解して欲し
いと思う前に、自分自身ができることをしなけれ
ばいけないと考えている。

ホルモン注射の影響か高血圧となり、薬を服用
しているが注射を止めることはできない。できれ
ば子どもたちが小学校へ入学する前に、性別適合
手術をして性別や名前を変えたいと思うが、自分
の身体のことを気にかけてくれる親の気もちを考
えると簡単に決められることではない。仕方なく
周囲に合わせて生活していた思春期の悩みとは異
なり、今の方が、家族のことを考えると悩みが大
きいかもしれない。

5．考察
5－1　周囲に話せない状況

2人の当事者は小学校入学前から、周囲から女
の子として見られることに違和感をもち、自分は
他の女の子とは違うと感じている。男女に分かれ
た遊びや活動の中で困ったことは多いが、男女に
分けられた社会の中で、性別に違和感があると言
えない状況であることが分かる。Aさんは小学校
高学年の時に、トイレに行くことに強い嫌悪感を
覚え、我慢し過ぎて膀胱炎になってしまう状況で
もSOSが出せず、何とか周囲に合わせて行動しよ
うとしている。

性別違和で受診した当事者を対象とした調査5）

では、性別に違和感を自覚する時期については、
小学校入学前に違和感を自覚する人がトランス男
性（女性から男性） の人が7割、 トランス女性

（男性から女性）の人が3割であるが、約9割の当
事者が子どもの頃に家族や周囲に伝えていなかっ
た。中塚6）は、当事者の多くは「自分がどのよう
な存在か分からない」「誰も分かってくれない」と
感じる中で、子どもの心が「封じ込められる」と
表現している。思春期に多くの当事者は周囲に相
談することができず、性別に対する違和感と孤独
に向き合い、周囲からは気づかれない状況である。
2人の当事者は男性して生きていきたいという気
もちをもちながら、小学校から短大の学校生活を、
社会から期待される性別やどう見られるかに合わ
せて生活してきたことになる。

5－2　困った状況への対処
2人の当事者が自分自身のことを周囲に話さな

いまま、学校生活を経て就職し自立した生活を送
れている背景には、レジリエンスやソーシャルス
キル（社会技能）の高さがあったと考えられる。
レジリエンスは「困難な状況にもかかわらず、上
手く適応すること」といわれ、小塩7）は「レジリ
エンスは新奇性追求、感情調整、肯定的な未来志
向の3つの因子で構成され、自己肯定感が高い方
が精神的回復力も高い」と述べている。ソーシャ
ルスキルは、世界保健機構（WHO）の定義では

「日常生活の中で出会う様々な問題や課題に、自
分で、創造的でしかも効果のある対処ができる能
力」とされている。

Aさんは幼少期より困った状況をできるだけ避
け、状況を変えることはできないので自分を変え
るしかないと気もちに折り合いをつけて、日々の
生きづらさと向き合っていた。中学の頃から日記
をつけて気もちを整理し、高校に入ってからは当
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事者へ会いに行ったり、性別違和について調べて
将来の治療計画を立てたりしている。

Bさんも学校生活の中で感じる困難な状況を自
分で対処し、高校生の頃より将来の計画を立てて
いる。中学校や高校の時には、運動部の服装で過
ごすことを認めてもらっていることなどからも
ソーシャルスキルが高いと言える。

5－3　支えとなったこと
2人の当事者が困難な状況を乗り越えてきた背

景には、本来もっている力によるところが大きい
が、それ以外の支えになったことをまとめた。

Aさんの場合は、制服の自由がある通信制の高
校に進学したこと、同じ悩みをもつ当事者や東京
で働く当事者と出会ったことなどが将来を考える
力になったと思われる。そして2人共、親へカミ
ングアウトした当初は関係がぎくしゃくするが、
少しずつ受け入れられたことが、現在の生活につ
ながっているといえる。また、自分を認めてくれ
る新たな家族を作ることも心の支えになっている
と思われる。Bさんの場合は、カミングアウトし
なくても中学校と高校で制服に関する柔軟な対応
が得られたことが、学校生活の継続につながった
といえる。
「学校生活上の困難の軽減」「当事者との出会い」

「親が受け入れてくれること」「新しい家族の存在」
などが、性別違和をもつ当事者が社会生活を送る
上での支えになるといえる。

5－4　性別違和の人が直面する4つの困難
2人の語りを基に、性別に違和を感じ始めた頃

から現在までの多岐に渡る困難を、身体面、心理
面、家族との葛藤、社会生活の4つの側面で整理
した。

1つ目は身体面で、自認する性と身体が異なる
ことから生じる違和感である。人により違和感の
強さが異なるが「着ぐるみを着ているよう」と表
現される場合もある。身体に対する違和感につい
ては、医療分野の関わりが必要であるが、性別適
合手術を受けたとしても完全に体の性別が変わる
わけではなく、ホルモン療法の継続が必要になる。

2つ目は心理面で、性別違和感から生じる自分
自身が何者なのか分からないという混乱と、周囲
から見られたくない性別の外見で見られる中での
ジェンダー・アイデンティティの形成の難しさで
ある。特に違和感の理由が分からない幼少期から
思春期にかけては困惑や不安が大きい。そして性
別違和（性同一性障害）という言葉や同じ悩みを

もつ人がいることを知ることはアイデンティティ
の形成につながる面もあるが、同時に将来に対す
る不安につながる面もある。発達段階に応じた心
理面への支援が必要である8）。

3つ目として家族との葛藤である。家族は身近
であり心配してくれるため言いづらく、さらに受
け入れられるかという不安も重なりカミングアウ
トが難しい。そして新たな家族を作る場合には、
社会制度上関連の困難が生じる場合もある。この
ような困難を相談する場所は少ない状況である。

4つ目として社会生活を送る上での困難で、男
女別の活動やトイレや団体生活での困難や、行政
手続きやアパートの契約、金融機関の本人確認な
どの際に生じる困難である。Bさんのように戸籍
上の名前や性別と外見が異なる場合の困難につい
ては、社会の理解が進み制度や法を整備すること
で緩和される可能性がある。

5－5　安心して社会生活を送るために
（1）性の多様性の教育

インタビューに応じた2人は、レジリエンスや
ソーシャルスキルの高さにより、社会生活を送っ
ている状況である。「自分でできることをするし
かない」という気もちで、生きづらさを抱えなが
ら周囲の人に殆ど相談することなく日常生活を
送ってきた。しかし性別違和の当事者を対象とし
た調査5）では、自殺念慮を抱いた人は約半数、自
傷・自殺未遂の経験者は約3割と高い状況からも
分かるように、個人の努力だけで多岐に渡る困難
を解決することはできない。

2人の当事者のように性別に違和を感じるのは
小学校入学前が多く、性別に分けられた活動や自
認する性でない性別で見られることに不安感や嫌
悪感をもつようになる。渡辺9）は「小学校低学年
以前から、こころの性や家族の多様性、○○らし
さや好きになる性の多様性について、子どもが学
ぶ機会を保障することが必要である」と述べてい
る。

学校が性の多様性の教育を取り入れ、性的マイ
ノリティの子どもがいることを前提とした体制に
なることにより、前述した4つ目の困難が軽減さ
れ、自殺防止やいじめ防止へもつながる。性別違
和に関する相談を受けた場合にも、教員やスクー
ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが
連携して、学校生活を続けられるように支援しや
すくなる。
（2）制度や法整備の必要性

日本では性別を変更する要件の1つに、性別適

性別違和のある人と社会生活－当事者の語りから
 

5



合手術が含まれている。世界保健機構（WHO）で
は、性別変更にあたって手術を強制することは人
権侵害であるとして、多くの国では手術を受けな
くても性別を変更できるようになっている10）。B
さんのように外見が男性であるが、戸籍上の性別
や名前が女性の場合に、本人確認や様々な手続き
などで困難が伴う。手術を受けなくても性別を変
更できるという選択肢や、通称名の使用や性別欄
の柔軟な対応は、社会生活の困難を軽減するため
に必要である。

また、2019年の男女雇用機会均等法の改正で、
性的指向及び性自認（Sexual orientation and 
gender identity）に関するハラスメント（SOGI
ハラ）の禁止が盛り込まれるなど、少しずつ性的
マイノリティの人権擁護に関する法整備が進んで
いる。福祉の分野では、虐待防止に関する法が整
備されることによって、人権意識が高まり相談件
数が増加し虐待防止につながっている。性別違和
のある人が安心して暮らせる社会の実現には、法
などの整備も必要である。

6．おわりに
2人の当事者は、学校生活や職場での困った場

面において相談することは殆どなく、自分自身で
対処法を考え何とか生活してきた状況であった。
社会生活における困難は日常的なことから社会制
度に関することなど多種多様であるが、周囲はこ
のような困難に気づきにくい状況である。少しで
も当事者が安心して暮らせる社会を実現するため
には、社会全体の理解が不可欠である。性の多様
性を小学校低学年から学ぶことや、通称名の使用
や性別欄の柔軟な対応などの制度や法の整備が必
要であるといえる。そして社会の中で、性別や性
的指向の多様性を理解し応援しようとするアライ

（Ally：味方や仲間を意味する）を増やすことが
求められる。

この研究は同意が得られた2人の当事者の語り
から筆者が考察したことであり、語られた内容は
当事者の生活のほんの一部に過ぎず、それ以外に
も様々な困難があると思われる。そして今回は当
事者へのインタビュー調査を行ったため、対象者
の数に限界があった。今後は調査の対象の幅を広
げたり、家族への調査を行ったりする必要性を感
じている。

最後に本研究の実施にあたり、聞き取り調査に
ご協力くださった当事者の皆さまに深く感謝いた
します。
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People with Gender dysphoria and Social life
- From their narrative stories

Yuko MATSUO
Department of Social Welfare Toyama College of Welfare Science

Abstract
In order to create a comfortable society for people with gender dysphoria (GD), we need to approach 

not only from a medical point of view bout also from a comprehensive range of views covering their 
daily lives. In this study, I have focused on their real-life experience, especially on their lack of opportu-
nity to consult their situations with others and how they get through their difficulties to maintain their 
social lives. 

My interview with two individuals with GD has revealed that they have hardly consult their specific 
problems in school or workplace with others and have dealt with them by themselves. Their struggles 
are not easily noticed in the society in which the male and female gender classification is norm, in real-
ity, they face various difficulties occurring in their daily lives and also those caused by our social struc-
ture.

For realizing the society in which people with GD can have normal social lives, it is important to 
have children learn the gender diversity at their early grades in elementary schools. It is also impor-
tant that our social structure become more accommodative and flexible, for example accepting the use 
of name other than legal first name and flexible gender identification.

Keywords: Gender dysphoria, Social life, Human rights, Difficult to live
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福祉施設の看護職と介護職の相互の関心事からの考察

宮城　和美，毛利　　亘
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
本研究は、A県内の福祉施設で働く看護職と介護職の両職種が互いに捉えている関心事について知り、

今後の介護福祉士養成指導の一助とすることを目的として、調査した結果を分析したものである。調査協
力を得て同意を得られた304名を調査対象とした。

回答者は、看護職が96人、内女性が88人（92％）、男性は8人（8％）であり、50歳代が最も多く35人
（36％）だった。介護職は208人、内女性は149人（72％）、男性は59人（28％）、30歳代が最も多く60人
（29％）であった。看護職が捉える介護職に対する関心事については、「やりがいのある仕事」「仕事の仲
間」「取り組む姿勢が素敵」「介護教育」が抽出された。介護職が捉える看護職に対する関心事は、「特別
な仕事で憧れる」「看護の知識や技術」「やりがいのある仕事」「信頼できる」を抽出した。

結果より、自己の職務に自信と誇りを持ち、両職種の特性をよく知り共により連携を推進するための教
育が必要であると考えられた。

キーワード：福祉施設、看護職、介護職、専門性、関心

1．はじめに
介護福祉士養成教育では、短大教育2年課程に

おいて2009年度と2021年度にカリキュラムの改
定・導入がなされており、常に現場ニーズに合っ
た介護福祉教育が目指されている。一方、介護福
祉士養成校における学生の定員割れは深刻な課題
であり、本学の介護福祉専攻においても年々定数
充足率が減少傾向を示し、介護福祉士を目指す人
材が減ってきている。

公益社団法人介護労働安定センター1）の令和元
年度介護労働実態調査では、現在の仕事を選んだ
理由が「働きがいのある仕事だと思ったから」
49 .8％、 次いで「資格・ 技能が活かせるから」
36 .2％であった。また、「仕事の内容・やりがい」

『満足度』は、訪問介護員が57 .5％、介護職員が
46 .7％、介護支援専門員が30 .3％と高い満足度で
あった。就業する介護職員の年齢は、「45歳以上
50歳未満」が13 .4％と最も多かった。また、勤務
先の希望について「今の勤務先で働き続けたい」
58 .9％と、平成28年度から3年連続上昇している。
介護職はやりがい、働きがいがあり就業を継続し
たいと考えている者が多い。看護師の就業場所に
ついて、 厚生労働省「平成30年衛生行政報告例

（就業医療関係者）の概況」2）によると、「病院」
が最も多く70 .9％、「介護保険施設等」は7.3％で
あった。 年齢階級別にみると看護師は「40～44

歳」15.1％が最も多く、次いで「45～49歳」13.1％
となっている。また、看護師の年齢階級別就業場
所の割合（平成24年）3） について、25歳未満で

「病院」が95％以上と最も多く、年齢が高くなる
につれ「介護老人保健施設等」 での就業が多く
なっていた。

以上のように福祉施設で就業する看護職と介護
職の両者は、超高齢社会のなか利用者の生活に目
を向け、協働してよりよい療養環境を提供しなけ
ればならないといえる。安田ら4）は、看護職と介
護職との協働は、日常生活能力の低下した高齢者
にとって重要なこととしている。我々が考える協
働とは、単に業務を一緒に行うというのではなく、
看護職・介護職それぞれの専門性を発揮しながら
連携し対象に必要な援助を提供することであると
している。看護職と介護職の連携・協働の重要性
が認識され、近年では福祉施設における看護職と
介護職の連携・協働に関する研究が増加し連携の
ためのマニュアルも発刊されている。しかし、両
職種間における相互の印象、専門性、やりがい等
を含む関心事（以下、関心事）に関する研究は少
ない。

よって本研究では、福祉施設に就業する看護職
と介護職のお互いが捉えているそれぞれの関心事
の内容を明らかにし、今後の授業改善のための資
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料とすることを目的とした。

2．研究方法
2．1　対象者

A短期大学のA県内介護実習登録施設より同
意・協力が得られた福祉施設（特別養護老人ホー
ムと介護老人保健施設）21カ所の看護職96人と
介護職208人、合計304人である。
2．2　調査期間

2018年11月～2019年1月
2．3　調査方法

各施設の看護職および介護職に無記名による質
問紙による郵送法にて調査した。
2．4　調査内容

看護職と介護職の捉えている両職種の「お互い
の関心事」について自由記述回答を求めた。
2．5　分析方法

記載された内容からラベルを作成し、文脈の共
通性や相違性を比較検討し類似性に従って整合性
を確認しながら集約し、サブカテゴリ、カテゴリ

へと分類し質的帰納法により継続的比較分析で抽
象化した。
2．6　用語の定義
「看護職」とは、看護師、准看護師。「介護職」

は、資格の有無を問わない介護従事者とした。
2．7　倫理的配慮

施設の管理者に研究の趣旨と内容、方法および
結果の公表について説明し同意を得た。また、研
究の趣旨などを記述した内容に承諾した場合、質
問紙への回答を記入するよう求めた。無記名とし、
記入後は直接郵送をしてもらった。

なお、本調査は富山福祉短期大学倫理審査委員
会の承認（福短　H29－016号）を得て実施した。

3．結果
3．1　対象者の内訳
3．1．1　看護職の属性

看護職の有効回答者数（率）は96人（88％）で
ある。

性別は、女性が88人（92％）と多く、男性は8
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図１　看護職と介護職の年齢

図２　看護職と介護職の勤務施設
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人（8％）だった。年齢は、50歳代35人（36％）、
30歳代23人（24％）、40歳代19人（15％）であっ 
た（図1）。

勤務施設は、特別養護老人ホーム18人（19％）、
介護老人保健施設78名（81％） だった（図2）。
就業年数は、15年～20年未満56人（58％）、次い
で10年～15年未満12人（12％）、7年～10年未満
9人（9％）であった（図3）。
3．1．2　介護職の属性

介護職の有効回答者数（率） は208人（84％）
である。

性別は、 男性が59人（28％）、 女性は149人
（72％）であった。年齢は、30歳代60人（29％）、
20歳代52人（25％）、40歳代50人（24％） の順
であった（図1）。

勤務施設は、特別養護老人ホーム31人（15％）、
介護老人保健施設177人（85％）であった（図2）。

就業年数では、10年～15年未満50人（24％）、
次いで15年～20年未満38人（18％）、7年～10年
未満26人（13％）であった（図3）。

3．2　�看護職が捉えている介護職の関心事の有
無（図4）。

3．2．1　関心事の有無について
「ある」「ない」「わからない」の三択で回答を

求めた。
看護職からみた介護職への関心事が「ある」の回

答者が57人（61％）、「わからない」24人（25％）、
「ない」13人（14％）の順であった。
3．2．2　�看護職が捉えている介護職の関心事

（表1）
関心事が「ある」の回答者より得た、自由記述

「どんな関心事があるか」の内容を分析した。そ
の結果、61件の内容より同内容を集約し51コー
ドから、以下13のサブカテゴリ（以下、《　》で
標記）、4つのカテゴリ（以下、【　】で標記）が
抽出された。記述内容を〈　〉で示した。
【やりがいのある仕事】について看護職は、〈看

護よりもより人間性をもって寄り添えるところ〉
〈利用者との信頼関係があっての仕事で大変だが
やりがいがある点〉などとあり、《人間性をもっ
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図3　看護職と介護職の就業年数

図４　両職種のお互いの関心事
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表１　看護職が捉えている介護職の関心事

カテゴリ サブカテゴリ 記　　述　　内　　容　　

・・人人間間性性がが大大ききくく影影響響すするる職職業業だだとと思思うう

・・看看護護よよりりももよよりり人人間間性性ををももっってて寄寄りり添添ええるるととこころろ

・・利利用用者者ととのの信信頼頼関関係係ああっっててのの仕仕事事でで、、大大変変だだががややりりががいいががああるる点点

・・介介護護職職ののややりりががいいはは何何ななののかか興興味味ががああるる

・・利利用用者者のの日日常常生生活活のの中中でで最最もも近近くくよよりり添添っってていいるるととこころろ

・・利利用用者者のの話話ををじじっっくくりり聴聴いいてていいるる姿姿

・・介介護護士士のの優優ししささがが伝伝わわりり、、入入居居者者ささんん幸幸せせだだななとと思思ううこことと

・・行行事事やや医医療療的的ケケアア、、タターーミミナナルルケケアアななどどににもも対対応応さされれてていいるるととこころろ

・・個個々々にに合合っったたケケアアをを日日々々のの援援助助かからら模模索索しし実実現現にに向向けけてて取取りり組組むむ姿姿勢勢

・・親親戚戚のの人人がが介介護護のの仕仕事事ををししてていいたた

・・母母がが祖祖父父母母のの介介護護ををししてていいたた姿姿ををみみてて関関心心ををももっったた

・・少少子子高高齢齢化化時時代代にに伴伴いい、、ここれれかからら益益々々重重要要なな職職務務だだとと思思うう

・・今今後後高高齢齢者者人人口口がが増増ええてていいくく中中、、必必要要不不可可欠欠なな職職業業だだとと思思うう

・・生生活活をを支支ええるるとといいうう人人のの為為ににななるる仕仕事事

・・自自分分ににもも役役にに立立つつののでで介介護護職職にに就就ききたたかかっったた

・・生生活活援援助助技技術術にに関関心心ががあありり一一緒緒にに行行ええたたららいいいいとと思思うう

・・自自分分もも介介護護のの仕仕事事にに携携わわっってていいききたたいい

・・個個々々のの利利用用者者にに応応じじたた接接しし方方ななどど看看護護にに交交ええてていいけけたたららとと関関心心ががああるる

・・今今ままでで、、患患者者様様（（利利用用者者様様））とと当当たたりり前前にに接接ししてていいたたかからら

・・利利用用者者ののケケアアにに連連携携ををももつつたためめにに介介護護のの視視点点にに関関心心ががああるる

・・看看護護とと介介護護のの協協力力ししああええるる共共通通点点はは何何かか

・・生生活活をを支支ええるる面面ででどどののよよううににササポポーートトををししてていいるるののかか

・・利利用用者者ににどどののよよううにに寄寄りり添添っってていいるるののかか

・・何何をを考考ええ介介護護ををししてていいるるののかか

・・仕仕事事ののブブラランンククががあありり、、介介護護職職のの方方かかららいいろろいいろろ教教ええてていいたただだけけたたこことと

・・観観察察ししてて報報告告ししてて下下ささるるここととにに関関ししてて関関心心ががああるる

・・親親身身ににななっっててそそのの人人をを観観察察しし、、状状態態をを教教ええててくくれれるる事事にに関関心心ををももつつ

・・共共にに働働くく者者ととししてて常常にに気気ににししてていいるる

・・看看護護師師とと共共にに協協力力ししててよよりりよよいい介介護護にに頑頑張張っってて欲欲ししいいとと思思うう

・・同同じじ仕仕事事仲仲間間ととししてて利利用用者者のの介介護護のの仕仕方方にに興興味味

・・看看護護職職とと介介護護職職のの違違いい

・・一一人人ひひととりりにに合合っったたケケアアををアアセセススメメンントトししななががらら取取りり組組んんででいいるる姿姿勢勢

・・利利用用者者のの把把握握もも良良くくてて理理解解さされれてていいるるここととにに関関心心ををももっったた

・・利利用用者者にに寄寄りりそそっったた介介護護ををししてていいるる介介護護士士をを見見てて素素敵敵だだとと思思っったた。。

・・看看護護ととはは違違っったた視視点点でで見見てていいるるののでで勉勉強強ににななるる

・・利利用用者者にに対対すするる接接しし方方、、介介助助方方法法ななどどはは看看護護師師とと違違いい、、関関心心ををももっったた

介介護護職職のの方方はは技技術術的的にに優優れれてていいるる点点ななどどあありり勉勉強強ににななるる

・・アアイイデディィアアがが多多いいととこころろ

・・利利用用者者のの方方のの生生活活面面のの視視点点がが看看護護とと違違いい鋭鋭いいととこころろ

・・ココミミュュニニケケーーシショョンンののととりり方方にに関関心心ししたた

・・汚汚物物処処理理やや忙忙ししいい時時のの着着脱脱ななどど高高齢齢のの方方ををおお世世話話すするる時時のの気気持持ちち

・・大大変変なな仕仕事事ななののにに、、皆皆一一生生懸懸命命でで頭頭がが下下ががるる

・・不不規規則則、、体体力力をを要要すするる仕仕事事でですすがが体体調調ををココンントトロローールルししてていいるるととこころろ

・・働働ききななががらら移移乗乗ややポポジジシショョニニンンググ、、おおむむつつ交交換換ななどどのの技技術術がが学学べべるるこことと

・・入入職職前前のの教教育育内内容容とと入入職職後後のの教教育育フフォォロローーににつついいてて

・・医医療療ににつついいててのの知知識識ががどどここままでで理理解解ででききてていいるるののかか

・・一一人人ひひととりりのの利利用用者者とと向向きき合合っってて話話すすココミミュュニニケケーーシショョンン能能力力ににつついいてて

・・認認知知症症（（不不穏穏時時））のの方方ななどど対対応応のの仕仕方方をを学学べべるる

・・技技術術力力ややココミミュュニニケケーーシショョンンのの仕仕方方ななどど

・・疾疾患患ににつついいててのの知知識識やや理理解解度度ににつついいてて看看護護ととのの違違いいににつついいてて

・・介介護護ののカカリリキキュュララムム、、教教育育のの内内容容ににつついいてて

・・看看護護職職とと介介護護職職のの違違いいににつついいてて

ややりりががいいののああ
るる仕仕事事

人人間間性性ををももっってて利利用用者者にに寄寄りり
添添ううここととでで信信頼頼関関係係ややややりりがが

いいにに繋繋ががっってていいるる

利利用用者者にに寄寄りり添添いい生生活活をを支支
ええるる仕仕事事ででああるる

身身近近にに介介護護をを受受けけるる人人やや介介
護護職職のの人人ががいいるる

現現代代のの世世相相ににああっったた役役立立つつ
仕仕事事ででああるる

仕仕事事のの仲仲間間

看看護護とと介介護護とと交交ええたた個個々々のの
利利用用者者にに応応じじたた生生活活援援助助にに

携携わわっってていいききたたいい

利利用用者者のの生生活活ををどどののよよううににササ
ポポーートトををししてていいるるののかか知知りりたた

いい

親親身身ににななっってて利利用用者者をを観観察察しし
状状態態をを教教ええててくくれれ、、同同じじ仕仕事事
のの仲仲間間ととししてて協協力力すするるここととにに

関関心心ががああるる

取取りり組組むむ姿姿勢勢
がが素素敵敵

利利用用者者にに寄寄りり添添いいアアセセススメメンン
トトしし取取りり組組んんででいいるる姿姿がが素素敵敵

看看護護師師ととはは違違っったた視視点点でで観観
察察しし、、接接しし方方やや技技術術、、工工夫夫にに

関関心心ををももっったた

大大変変なな仕仕事事ななののにに頑頑張張っってて
いいるる

介介護護教教育育

介介護護技技術術をを働働ききななががらら学学ぶぶここ
ととががででききるる

利利用用者者へへのの対対応応のの仕仕方方ににつつ
いいてて学学べべるる

介介護護教教育育にに興興味味ががああるる
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て利用者に寄り添うことで信頼関係ややりがいに
繋がっている》が導き出された。また、看護職は

〈利用者の日常生活の中で最も近くより添ってい
るところ〉〈利用者の話をじっくり聴いている姿〉

〈個々に合ったケアを日々の援助から模索し実現
に向けて取り組む姿勢〉などとあり、《利用者に
寄り添い生活を支える仕事である》が確認された。
また、看護職は〈親戚の人が介護の仕事をしてい
た〉〈母が祖父母の介護をしていた姿をみて関心
をもった〉とあり、《身近に介護を受ける人や介
護職の人がいる》が導き出された。また、看護職
は〈今後高齢者人口が増えていく中、必要不可欠
な職業だと思う〉〈生活を支えるという人の為に
なる仕事〉などとあり《現代の世相にあった役立
つ仕事である》が確認された。
【仕事の仲間】については、〈生活援助技術に関

心があり一緒に行えたらいいと思う〉〈個々の利
用者に応じた接し方など看護に交えていけたらと
関心がある〉〈利用者のケアに連携をもつために
介護の視点に関心がある〉などとあり、《看護と
介護と交えた個々の利用者に応じた生活援助に携
わっていきたい》が導き出された。また、看護職
は〈生活を支える面でどのようにサポートをして
いるか〉〈利用者にどのように寄り添っているの
か〉などとあり、《利用者の生活をどのようにサ
ポートしているのか知りたい》が確認された。ま
た、看護職は〈観察して報告して下さることに関
して関心がある〉〈同じ仕事仲間として利用者の
介護の仕方に興味〉などとあり、《親身になって
利用者を観察し状態を教えてくれ、同じ仕事の仲
間として協力することに関心がある》が導き出さ
れた。
【取り組む姿勢が素敵】については、〈一人ひと

りに合ったケアをアセスメントしながら取り組ん
でいる姿勢〉〈利用者の把握も良くて理解されて
いることに関心をもった〉〈利用者に寄り添った
介護をしている介護士を見て素敵だと思った〉と
あり、《利用者に寄り添いアセスメントし取り組
んでいる姿が素敵》が確認された。また、看護職
は〈利用者に対する接し方、介助方法などは看護
師と違い、関心をもった。介護職の方は技術的に
優れている点などあり勉強になる〉〈アイディア
が多いところ〉〈利用者の方の生活面の視点が看
護と違い鋭いところ〉〈コミュニケーションのと
り方に関心した〉などとあり、《看護師とは違っ
た視点で観察し、 接し方や技術、 工夫に関心を
もった》が導き出された。また、看護職は〈汚物
処理や忙しい時の着脱など高齢の方をお世話する

時の気持ち〉〈大変な仕事なのに、皆一生懸命で
頭が下がる〉〈不規則、体力を要する仕事ですが
体調をコントロールしているところ〉とあり、《大
変な仕事なのに頑張っている》が確認された。
【介護教育】については、〈働きながら移乗やポ

ジショニング、おむつ交換などの技術が学べるこ
と〉〈入職前の教育内容と入職後の教育フォロー
について〉〈一人ひとりの利用者と向き合って話
すコミュニケーション能力について〉などとあり、

《介護技術を働きながら学ぶことができる》が導
き出された。また、看護職は〈認知症（不穏時）
の方など対応の仕方を学べる〉〈技術力やコミュ
ニケーションの仕方など〉とあり、《利用者への
対応の仕方について学べる》が確認できた。また、
看護職は〈疾患についての知識や理解度について
看護との違いについて〉〈介護のカリキュラム、教
育の内容について〉〈看護職と介護職の違いにつ
いて〉とあり、《介護教育に興味がある》が導き
出された。
3．3　�介護職が捉えている看護職の関心事の有

無（図4）
3．3．1　関心事の有無について
「ある」「ない」「わからない」の三択で回答を

求めた。
介護職からみた看護職への関心事が「ある」の

回答者は130人（62％）、「ない」47人（23％）、「わ
からない」31人（15％）の順であった。
3．3．2　�介護職が捉えている看護職の関心事

（表2）
関心事が「ある」の回答者より得た、自由記述

「どんな関心事があるか」の内容を分析した。そ
の結果、123件の内容より同内容を集約し48コー
ドから、以下13のサブカテゴリと4つのカテゴリ
が抽出された。
【特別な仕事で憧れる】について介護職は、〈人

を助ける仕事でとても重要な職務であること〉〈誰
かのためになる、助けたいという思いに関心もっ
た〉とあり、《人を助ける重要な職務である》が
導き出された。また、介護職は〈てきぱきと処置
をする姿に憧れる〉〈神様のような専門職で憧れ
る〉〈責任があり素晴らしい仕事であること〉な
どとあり、《責任感があり、的確な意見や指示す
る姿に憧れる》 と確認された。 また、 介護職は

〈子どもから高齢者まで、身体の不調に適切に対
応をしてくれ優しいところ〉〈病気になった時に
辛い気持ちを理解してもらえたことが凄く嬉し
かった〉などとあり、《子どもから高齢者まで、優
しく対応している看護師の姿》が導き出された。

福祉施設の看護職と介護職の相互の関心事からの考察
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表２　介護職が捉えている看護職の関心事

カテゴリ サブカテゴリ 記　　述　　内　　容  

・・人人をを助助けけるる仕仕事事ででととててもも重重要要なな職職務務ででああるるこことと

・・誰誰かかののたためめににななるる、、助助けけたたいいとといいうう思思いいにに関関心心ももっったた

・・ててききぱぱききとと処処置置ををすするる姿姿にに憧憧れれるる

・・責責任任のの大大ききささやや、、的的確確なな意意見見やや指指示示ががででききるるここととをを、、見見習習ううべべききだだとといいつつもも感感じじるる

・・特特別別なな人人ににししかか出出来来なないい仕仕事事だだとと子子どどもものの頃頃にに感感じじたたここととががあありり憧憧れれたた

・・神神様様ののよよううなな専専門門職職でで憧憧れれるる

・・責責任任ががあありり素素晴晴ららししいい仕仕事事ででああるるこことと

・・利利用用者者のの突突然然のの症症状状のの変変化化にに対対応応ししてていいるるととこころろ

・・自自分分がが入入院院ししたた際際にに、、看看護護師師ににととててももよよくくししててももららっったたかからら

・・子子どどももかからら高高齢齢者者ままでで、、身身体体のの不不調調にに適適切切にに対対応応ををししててくくれれ優優ししいいととこころろ

・・病病気気ににななっったた時時にに辛辛いい気気持持ちちをを理理解解ししててももららええたたここととがが凄凄くく嬉嬉ししかかっったた

・・看看護護のの知知識識をを得得たたいいとと思思っったたがが年年齢齢のの事事をを考考ええ無無理理だだとと諦諦めめてていいるる

・・自自分分ががももっっとと若若いい時時にに気気ががつつけけばば看看護護師師をを目目指指ししたたとと思思うう

・・学学生生時時代代はは看看護護師師ににななっってて病病院院でで患患者者ささんんのの助助けけににななりりたたいいとと思思っってていいたた

・・病病院院にに受受診診入入院院ししたた時時にに親親切切ににししててももららいい、、自自分分ももななれれたたららよよいいとと感感じじたた

・・人人のの役役にに立立ててるる仕仕事事だだとと思思っったた、、ややりりたたいい

・・看看護護職職をを考考ええたたがが、、福福祉祉のの仕仕事事をを優優先先しし介介護護のの道道をを選選んんだだ

・・医医療療行行為為がが看看護護師師ににししかかででききなないいたためめ資資格格をを持持っってていいれればばとと思思うう事事ががああるる

・・介介護護かからら転転職職しし仕仕事事ししななががらら行行くく夜夜間間のの専専門門学学校校ががああれればば良良いい

・・介介助助ををししてていいるる中中でで看看護護師師とと介介護護のの差差ははどどここななののかか仕仕事事のの内内容容にに関関心心ががああるる

・・責責任任感感ととププラライイドド意意識識はは素素晴晴ららししいいとと思思うう。。どどんんなな教教育育をを受受けけてていいるるののかか関関心心ががああるる

・・腰腰痛痛ななどど身身体体的的負負担担がが少少なないいこことと

・・親親のの介介護護ををししてて関関心心ををももっったた

・・身身内内にに看看護護師師のの姉姉ががいいるるたためめ、、仕仕事事のの内内容容にに関関心心ををももっったた

・・薬薬にに関関すするる専専門門的的なな知知識識やや技技術術がが得得らられれ的的確確ななととこころろ

・・技技術術ややココミミュュニニケケーーシショョンン技技術術をを学学びびたたいいとと思思いい関関心心ががああるる

・・体体調調変変化化へへのの初初期期対対応応にに関関心心ををももっったた

・・医医療療処処置置ががああるる利利用用者者のの介介助助すするるううええでで専専門門的的なな知知識識がが必必要要とと感感じじたた

・・専専門門的的なな知知識識をを持持っってていいるる資資格格にに興興味味ががああるる

・・医医療療をを学学ぶぶここととででケケアアのの質質のの向向上上ややアアププロローーチチのの方方法法ももよよりり良良いいももののににななるるとと思思うう

・・患患者者ををケケアアすするる点点

・・医医療療的的なな知知識識やや緊緊急急時時のの対対応応ににつついいてて関関心心ががああるる

・・病病気気やや薬薬ににつついいててのの知知識識のの幅幅がが広広ががるるとと思思ううののでで関関心心ががああるる

・・薬薬やや病病気気、、処処置置のの技技術術・・薬薬のの知知識識にに詳詳ししいいととこころろ

・・疾疾患患別別のの対対応応のの仕仕方方やや医医療療面面のの知知識識がが豊豊富富ななととこころろ

・・身身体体状状況況ななどどをを確確認認しし医医療療的的知知識識ががししっっかかりりさされれてていいるるこことと

・・利利用用者者様様のの身身体体状状況況（（病病歴歴やや服服薬薬ににつついいててななどど））をを把把握握ししてていいるるこことと

・・皮皮膚膚トトララブブルルががああっったた場場合合、、看看護護師師ににおお願願いいししてていいるるたためめ、、把把握握ででききれればばとと思思うう

・・外外傷傷やや褥褥瘡瘡ののああるる方方へへのの処処置置のの仕仕方方ににつついいてて

・・介介護護職職ででははででききなないい業業務務・・医医療療行行為為がが出出来来るる点点

・・看看護護師師ととししててのの処処置置やや、、アアセセススメメンントトががででききるるここととにに関関心心ががああるる

・・自自分分達達はは限限らられれてていいるるがが、、医医療療行行為為をを見見てていいるるとと凄凄いいとと思思うう

・・新新ししいい薬薬やや器器具具がが出出ててくくるるがが対対応応ししてていいくくたためめのの勉勉強強がが大大変変だだろろううとと思思うう

・・介介護護のの仕仕事事以以上上にに知知識識ががあありりややりりががいいをを感感じじらられれそそううだだかからら

・・給給料料ががよよささそそうう

・・資資格格ががあありり働働くくここととにに困困ららなないい

・・チチーームムととししてて働働くく上上でで、、医医療療のの専専門門職職ととししてて頼頼りりににななるる

・・介介護護のの知知識識とと看看護護のの知知識識をを情情報報共共有有ででききれればばいいいい

子子どどももかからら高高齢齢者者ままでで、、
優優ししくく対対応応ししてていいるる看看護護

師師のの姿姿

看看護護師師ににななりりたたいいとと思思っっ
たたががああききららめめたた

看看護護職職のの業業務務内内容容

特特別別なな仕仕事事でで
憧憧れれるる

人人をを助助けけるる重重要要なな職職務務
ででああるる

責責任任感感ががあありり、、的的確確なな
意意見見やや指指示示すするる姿姿にに憧憧

れれるる

親親のの介介護護やや看看護護をを見見てて
いいてて興興味味ををももっったた

看看護護のの知知識識やや
技技術術

病病気気のの症症状状やや注注射射・・処処
置置ななどどのの専専門門的的なな知知識識・・

技技術術にに関関心心

専専門門的的なな知知識識やや技技術術がが
ケケアアのの質質のの向向上上にに繋繋

ががっってていいるる

医医療療・・医医学学のの知知識識がが幅幅
広広くく詳詳ししいいととこころろ

信信頼頼ででききるる

身身体体状状況況確確認認しし、、医医療療
的的知知識識ががああるる

介介護護職職ででははででききなないい医医
療療行行為為、、ままたた看看護護技技術術

にに関関心心ががああるる

ややりりががいいののああるる
仕仕事事

人人のの役役にに立立つつ仕仕事事ででやや
りりががいいががああるる

資資格格ががあありり働働けけてて困困らら
なないい
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また、介護職は〈自分がもっと若い時に気がつけ
ば看護師を目指したと思う〉〈学生時代は看護師
になって病院で患者さんの助けになりたいと思っ
ていた〉〈人の役に立てる仕事だと思った、やり
たい〉などとあり、《看護師になりたいと思った
があきらめた》 が確認された。 また、 介護職は

〈介助をしている中で看護師と介護の差はどこな
のか仕事の内容に関心がある〉〈責任感とプライ
ド意識は素晴らしいと思う。どんな教育を受けて
いるのか関心がある〉などとあり、《看護職の業
務内容》が導き出された。また、介護職は〈親の
介護をして関心をもった〉〈身内に看護師の姉が
いるため、仕事の内容に関心をもった〉とあり、

《親の介護や看護を見ていて興味をもった》が確
認された。
【看護の知識や技術】については、〈薬に関する

専門的な知識や技術が得られ的確なところ〉〈技
術やコミュニケーション技術を学びたいと思い関
心がある〉〈体調変化への初期対応に関心をもっ
た〉〈医療処置がある利用者の介助するうえで専
門的な知識が必要と感じた〉とあり、《病気の症
状や注射・処置などの専門的な知識・技術に関心》
が導き出された。また、介護職は〈専門的な知識
を持っている資格に興味がある〉〈医療を学ぶこ
とでケアの質の向上やアプローチの方法もより良
いものになると思う〉などとあり、《専門的な知
識や技術がケアの質の向上に繋がっている》が確
認された。また、介護職は〈医療的な知識や緊急
時の対応について関心がある〉〈薬や病気、処置
の技術・薬の知識に詳しいところ〉〈疾患別の対
応の仕方や医療面の知識が豊富なところ〉などと
あり、《医療・医学の知識が幅広く詳しいところ》
が導き出された。また、介護職は〈身体状況など
を確認し医療的知識がしっかりされていること〉

〈利用者様の身体状況（病歴や服薬についてなど）
を把握していること〉〈外傷や褥瘡のある方への
処置の仕方について〉などとあり、《身体状況確
認し、医療的知識がある》が確認された。また、
介護職は〈看護師としての処置や、アセスメント
ができることに関心がある〉〈自分達は限られて
いるが、医療行為を見ていると凄いと思う〉など
とあり、《介護職ではできない医療行為、また看
護技術に関心がある》が導き出された。
【やりがいのある仕事】については、〈新しい薬

や器具が出てくるが対応していくための勉強が大
変だろうと思う〉〈介護の仕事以上に知識があり
やりがいを感じられそうだから〉があり、《人の
役に立つ仕事でやりがいがある》が確認された。

また、介護職は〈給料がよさそう〉〈資格があり
働くことに困らない〉とあり、《資格があり働け
て困らない》が導き出された。
【信頼できる】については、〈チームとして働く

上で、医療の専門職として頼りになる〉〈介護の
知識と看護の知識を情報共有できればいい〉が挙
げられた。

4．考察
4．1　�福祉施設に働く、看護・介護職の性別や

年齢層、就業年数
年齢層では、看護職は50歳代が多く、介護職で

は30歳代が多かった。福祉施設に就業する人の性
別の特徴としては、男性看護職は、看護職12人に
1人の割合であるが、介護職は、介護職全体の3．
5人に1人が男性の割合であることがわかった。ま
た就業年数として、看護職は、15～20年未満が
最も多かった。介護職では概ねどの年代において
も一定数の就業者がおり、10～15年未満が最も
多かった。介護職は30歳代が多かったことに対し、
福祉施設に従事する看護職は50歳代が多いことよ
り、人生経験が豊富で、また病院での就業経験の
ある看護師が、利用者の健康や安全・安心を担っ
て従事していると考えられる。
4．2　両職種の捉えるお互いの関心事の有無

看護職、介護職の両職種の捉えるお互いの関心
事はあるかの設問に対して、「関心事がある」の
選択は看護職（61％）も介護職（62％）とほぼ同
じであった。看護職と介護職が協働することによ
り、お互いの職種の専門性に関心事を持つのが必
然といえる。だが、「関心事がない」の回答者に
介護職が23％いた。介護職が「関心事がない」と
回答したことについてお互いへの関心事について
先行研究より考察したい。

山本ら5）の研究では、介護職員のケアへの関心
の不足として、介護職員のケアの検討に取り組む
姿勢の不足と、介護職員の意見の不足を挙げてい
た。介護職員は自己の思考が深まらないことや認
知症高齢者へのケアや医療的ケアへの困難さから、
意見が言えない状況に繋がっているとし、また、
意見が言えないことは探求心の不足や関心の不足
としている。松田6）は、介護老人保健施設におけ
る看護職と介護職の協働の実態として、業務分担
の曖昧さを感じる実態となっているとしている。
例えば排泄に対する思いが看護職と介護職とは異
なっており、看護職はイレウス状態の予防、介護
職はおむつ交換と失禁時のシーツ交換が重要な視
点であるとしている。柴田ら7）は、看護職と介護

福祉施設の看護職と介護職の相互の関心事からの考察
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職の情報伝達において、看護職が介護職に指示を
すること、指示内容を介護し報告することを一方
的な情報伝達、業務調整場面や会議場面でみられ
るものを双方的な情報伝達としている。その中で
看護職は、条件に関わらず率直な意見交換ができ
ているという認識であるが、介護職は、最終的決
定権は看護職にあるので介護職の意見が通りにく
い本音が言えないとの困難事例があったと述べて
いる。これらの事から、医療的行為が発生する福
祉、療養現場においては、看護職から介護職への
指示形態が存在することもあり、チームによる連
携意識の欠如が相互間に芽生えた場合、「関心が
ない」に繋がっていると推察される。
4．3　看護職が捉えている介護職の関心事

自由記述「どんな関心事があるか」の内容を分
析した結果、4つのカテゴリ【やりがいのある仕
事】、【仕事の仲間】、【取り組む姿勢が素敵】、【介
護教育】を生成した。
【やりがいのある仕事】について看護師は、〈看

護よりもより人間性をもって寄り添えるところ〉、
〈利用者との信頼関係があっての仕事で大変だが
やりがいがある点〉とあり、利用者に寄り添った
介護により信頼関係が構築でき、やりがいになる
と関心を持っていた。〈利用者の話をじっくり聴
いている姿〉、〈個々に合ったケアを日々の援助か
ら模索し実現に向けて取り組む姿勢〉では、利用
者に向き合い生活支援する介護職の姿に関心を抱
いていた。また、〈親戚の人が介護の仕事をして
いた〉、〈母が祖父母の介護をしていた姿をみて関
心をもった〉では、日常生活の中において身近や
人々の介護姿から介護について理解し感じとって
いた。〈今後高齢者人口が増えていく中、必要不
可欠な職業だと思う〉、〈生活を支えるという人の
為になる仕事〉では、時代の先を見据えた《現代
の世相にあった役立つ仕事である》と考えていた。
【仕事の仲間】については、〈生活援助技術に関

心があり一緒に行えたらいいと思う〉、〈個々の利
用者に応じた接し方など看護に交えていけたらと
関心がある〉とあり、一人ひとりに合った対応の
仕方の関心を持ち、更には共有したいのではない
かと考える。〈生活を支える面でどのようにサポー
トをしているか〉、〈利用者にどのように寄り添っ
ているのか〉では、介護職の利用者への携わり方
について関心を持ち《利用者の生活をどのように
サポートしているのか知りたい》を目標にしてい
ると考える。また、〈観察して報告して下さるこ
とに関して関心がある〉、〈同じ仕事仲間として利
用者の介護の仕方に興味〉では、普段の利用者の

関わりから小さな変化を見落とさず情報提供する
ことで、《親身になって利用者を観察し状態を教
えてくれ、同じ仕事の仲間として協力することに
関心がある》と仕事の仲間への関心があると考え
られる。
【取り組む姿勢が素敵】については、〈一人ひと

りに合ったケアをアセスメントしながら取り組ん
でいる姿勢〉、〈利用者の把握も良くて理解されて
いることに関心をもった〉、〈利用者に寄り添った
介護をしている介護士を見て素敵だと思った〉と
あり、介護職は利用者に寄り添いアセスメントし
取り組んでいる姿に関心を示していた。〈利用者
に対する接し方、介助方法などは看護師と違い、
関心をもった。介護職の方は技術的に優れている
点などあり勉強になる〉、〈アイディアが多いとこ
ろ〉、〈利用者の方の生活面の視点が看護と違い鋭
いところ〉、〈コミュニケーションのとり方に関心
した〉とあり、《看護師とは違った視点で観察し、
接し方や技術、工夫に関心をもった》と、看護職
との違いや介護職の業務に取り組む姿勢について
関心を抱いていると考える。また、〈汚物処理や
忙しい時の着脱など高齢の方をお世話する時の気
持ち〉、〈大変な仕事なのに、皆一生懸命で頭が下
がる〉、〈不規則、体力を要する仕事ですが体調を
コントロールしているところ〉とあり、《大変な
仕事なのに頑張っている》と尊敬の眼差しで観察
している状況を読み取ることができる。
【介護教育】については、〈働きながら移乗やポ

ジショニング、おむつ交換などの技術が学べるこ
と〉、〈入職前の教育内容と入職後の教育フォロー
について〉、〈一人ひとりの利用者と向き合って話
すコミュニケーション能力について〉とあり、介
護技術を利用者との関わりや研修を通し働きなが
ら学ぶことができていると感じとっている。〈認
知症（不穏時） の方など対応の仕方を学べる〉、

〈技術力やコミュニケーションの仕方など〉 は、
個々の利用者に合った関わりの業務から《利用者
への対応の仕方について学べる》と関心を抱いて
いた。また、〈疾患についての知識や理解度につ
いて看護との違いについて〉、〈介護のカリキュラ
ム、教育の内容について〉、〈看護職と介護職の違
いについて〉は、看護職が学び得た知識だけでは
なく、介護の教育内容にも関心を持っていると考
えられる。

これらより看護職は、介護職に対し俯瞰的に専
門性を捉えていると読み取ることができた。國松
8）は、介護職は、常に看護職が学びの対象であり、
看護職から利用者や入所者の行動や発言をどう捉
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えて援助に結び付けるか、問題意識を持って生活
援助を行いたいと考えていることも、看護職の専
門性の現れといえるとしている。上原9）は、介護
福祉士と他の専門職のスタンスの違いに、福祉・
介護分野では、利用者が主役で、その人の思いを
大切に、生活や人生を丸ごと支える、というスタ
ンスをとることが他の専門職との違いだと思う。
どんなハンディがあろうが、高齢であろうが、そ
の人らしく生きることを支えていると述べている。
利用者を個別で捉える視点、生活支援といった介
護職の専門性を、医療行為なりやすい看護職が理
解していると思われる。
4．4　介護職が捉えている看護職の関心事

自由記述「どんな関心事があるか」の内容を分
析した結果、4つのカテゴリ【特別な仕事で憧れ
る】、【看護の知識や技術】、【やりがいのある仕事】、

【信頼できる】を生成した。
【特別な仕事で憧れる】について介護職は、〈人

を助ける仕事でとても重要な職務であること〉、
〈誰かのためになる、助けたいという思いに関心
もった〉とあり、看護職は人を助ける重要な仕事
であると認識していると考えられる。〈てきぱき
と処置をする姿に憧れる〉、〈神様のような専門職
で憧れる〉、〈責任があり素晴らしい仕事であるこ
と〉とあり、看護師が行う医療処置から責任感を
感じ、的確な意見や指示する姿に憧れを抱いてい
ると考えられる。また、〈子どもから高齢者まで、
身体の不調に適切に対応をしてくれ優しいところ〉、

〈病気になった時に辛い気持ちを理解してもらえ
たことが凄く嬉しかった〉とあり、子どもから高
齢者までの幅広い年齢層に対し、優しく対応して
いる看護師の姿に関心を感じていると考える。〈自
分がもっと若い時に気がつけば看護師を目指した
と思う〉、〈学生時代は看護師になって病院で患者
さんの助けになりたいと思っていた〉、〈人の役に
立てる仕事だと思った、やりたい〉とあり、看護
職に就きたいという憧れの思いを抱いていたと読
み取れる。また、〈介助をしている中で看護師と
介護の差はどこなのか仕事の内容に関心がある〉、

〈責任感とプライド意識は素晴らしいと思う。ど
んな教育を受けているのか関心がある〉とあり、
介護教育で得た知識や技術だけではなく、看護教
育に興味を示し《看護職の業務内容》 に関心を
もっていることがわかる。〈親の介護をして関心
をもった〉、〈身内に看護師の姉がいるため、仕事
の内容に関心をもった〉とあり、身近な場面で看
護職と関わっていくことによりで看護職に関心を
持つようになったと考える。

【看護の知識や技術】については、〈薬に関する
専門的な知識や技術が得られ的確なところ〉、〈技
術やコミュニケーション技術を学びたいと思い関
心がある〉、〈体調変化への初期対応に関心をもっ
た〉、〈医療処置がある利用者の介助するうえで専
門的な知識が必要と感じた〉とあり、体調変化時
の対応や医療処置などの専門的な知識や技術に関
心がある理解できる。〈専門的な知識を持ってい
る資格に興味がある〉、〈医療を学ぶことでケアの
質の向上やアプローチの方法もより良いものにな
ると思う〉とあり、《専門的な知識や技術がケア
の質の向上に繋がっている》と読み取ることがで
きる。また、〈医療的な知識や緊急時の対応につ
いて関心がある〉、〈薬や病気、処置の技術・薬の
知識に詳しいところ〉、〈疾患別の対応の仕方や医
療面の知識が豊富なところ〉とあり、看護教育に
ついて関心を持ち《医療・医学の知識が幅広く詳
しいところ》に関心を抱いていた。〈身体状況な
どを確認し医療的知識がしっかりされていること〉、

〈利用者様の身体状況（病歴や服薬についてなど）
を把握していること〉、〈外傷や褥瘡のある方への
処置の仕方について〉とあり、《身体状況確認し、
医療的知識がある》と利用者へ医療処置の対応す
る姿から関心を抱いているといえる。また、〈看
護師としての処置や、アセスメントができること
に関心がある〉、〈自分達は限られているが、医療
行為を見ていると凄いと思う〉とあり、《介護職
ではできない医療行為、また看護技術に関心があ
る》と看護職が行う医療処置に関心を抱いている
と考える。
【やりがいのある仕事】については、〈新しい薬

や器具が出てくるが対応していくための勉強が大
変だろうと思う〉、〈介護の仕事以上に知識があり
やりがいを感じられそうだから〉があり、時代に
沿った新しい物に着眼しながら知識や技術を磨い
ている姿を見て《人の役に立つ仕事でやりがいが
ある》と感心を持っていると考える。また、〈給
料がよさそう〉、〈資格があり働くことに困らない〉
とあり、《資格があり働けて困らない》と資格の
保有や給料について関心を持っていた。
【信頼できる】については、〈チームとして働く

上で、医療の専門職として頼りになる〉、〈介護の
知識と看護の知識を情報共有できればいい〉が挙
げられ、介護職は看護職を頼りにしており互いの
専門知識を活かし共有していきたいとしている。

これらより、【看護の知識や技術】への関心事
は、國松8）が言う介護職にとって常に看護職が学
びの対象であるということが読み取れる。【特別
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な仕事で憧れる】、【信頼できる】への関心事は、
専門性の違いからも看護職は仰望的な存在として
みていると考えられる。また國松8）は、介護職は
医療処置ができないことから、生活援助中心の関
わりとなる。毎日個々の入所者に関わる中で、身
体的・心理的・社会面の多くの情報を入手し、生
活に根付いたケアが提供できることは介護職の大
きな役割となるとしている。これらより、看護職
が行う医療行為と介護職が行う日常生活援助行為
は関連が深いため、医療行為の必要性や生活上の
留意点・観察点について両職種が相互に理解を深
めることが必要であると考える。
4．5　両職種のお互いの関心事

看護職と介護職の両職種は、【やりがいのある
仕事】や、お互いの教育内容【看護の知識や技術】
と【介護教育】、また、【仕事の仲間】、【信頼でき
る】と共通する関心事が挙げられ、お互いの職種
の専門性の理解と尊重、仲間としての意識がある
と感じとれた。渡邊10） は、「介護職員」「看護職
員」の専門性の違いを理解することが重要ではな
いだろうか。順を追って理解を繰り返していくこ
とで、互いの専門性の理解ができ職種間の連携が
行いやすくなるとしている。介護職であっても患
者の観察点を理解しておくと不安なくケアを行い、
必要時に看護職に報告・連絡・相談することがで
きるように、共通理解することが必要である11）。
看護職は介護職に職業的成長を求めている。また、
介護職は看護職に個人的な親しみを求めている7）。
安田は4）、協議・連携を図る要素として、「お互い
の立場から利用者を中心に話し合いができる関係」、

「気軽に話し合える関係」を望んでいた。また、二
木12）は情報に耳を傾け他職種から学ぶ姿勢が、相
手の理解を促し、連携・協働を円滑にするという
こととしている。連携を防げるものとして、高橋
13）は、それぞれの職種がそれぞれの世界を作り、
暗黙のうちに境界線をひいているとある。

この状況から自分たちの縦割り体制ではなく、
利用者の安全や安心を守る為にも益々看護職と介
護職と互いの専門性を理解し尊重することにより、
仕事のやりがいや仕事仲間、信頼できる関係性が
構築されていくと考える。

5．結論
本研究では、福祉施設に従事する看護職と介護

職の両職種のお互いの関心事について調査しお互
いに捉える印象、専門性、やりがい等の関心事を
把握し、介護福祉士養成教育の一助とする。
・ お互いの仕事について両職種ともに関心事があ

る。
・ 指示形態が発生する場面においては、関心事が

ない場合がある。
・ 看護職が捉えている介護職の関心事は、「やり

がいのある仕事」「仕事の仲間」「取り組む姿勢
が素敵」「介護教育」が挙げられ、生活の中で
個々に寄り添っている存在と考えていると察す
ることができた。

・ 介護職が捉えている看護職に対する関心事は、
「特別な仕事で憧れる」「看護の知識や技術」「や
りがいのある仕事」「信頼できる」が挙げられ、
特別な職種として尊敬する存在であると考えて
いると察することができた。

両職種がお互いに捉えている関心事の調査結果
より、自己の職務に自信と誇りを持ち、また両職
種の特性をよく知り共により連携を推進するため
の教育が必要である。介護福祉士養成校の教育現
場では、専門職としての価値や倫理が身に付くよ
う教授方法を検討していくことが重要といえる。
それらのことより、 介護福祉士を目指す学生が

「やりがいのある仕事」であることを再認識し、取
り組みにモチベーションを持たせることに繋がる
といえる。
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Nursing and care workers Considerations on the interests the two 
professions have in each other’s work at welfare facilities.

Kazumi MIYAGI, Wataru MOURI
Department of Social Welfare, Toyama College of Welfare Science

Abstract
This study, a survey was conducted on two types of professionals at welfare facilities, nurses and 

care workers, and an analysis of the survey results was made. The aim was to learn what interests 
each profession type had regarding the other type’s work, such that these results might assist with the 
education and instruction of care workers. The survey included 304 nurses and care workers working 
at welfare facilities in Prefecture A.

The major viewpoints shared by the nurses with respect to the care workers profession were: “chal-
lenging work,” “work colleagues,” “good attitude towards work,” and “care work education,” while care 
workers shared the following regarding the nursing profession: “admiration for their special work,” 
“nursing knowledge and techniques,” “challenging work,” and “reliable.”

The survey results suggest that both professions understand the professional nature of the other. It 
was thought that education was necessary to learn about the characteristics of both professional and to 
promote cooperation.

Keywords: welfare facilities, nursing, care workers, specialties, interests
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介護福祉施設における「医療的ケア」実施の現状
～介護職員による実施状況からの分析～

宮城　和美，境　美代子
富山福祉短期大学社会福祉学科
（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
2012年「社会福祉士及び介護福祉士法」が一部改正され、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員

等においては、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為が実施できるようになった。そこで、この行為
ができる「認定特定行為業務従事者認定証の交付」を受けた介護職員が介護現場での「医療的ケア」実施
状況について明らかにすることを目的として調査した結果を分析したものである。

回答者は介護福祉施設55施設の管理者および看護職員と介護職員である。結果、「喀痰吸引」、「経管栄
養」を必要とする利用者の受け入れ施設は多かった。特別養護老人ホームでの「医療的ケア」実施は3～
5割であった。実施するにあたり介護職員は、「利用者に迅速に対応ができる」と、やりがいを感じながら
も「安全にできるか不安」、「日常的に実施する機会がないから不安」と不安を感じながら実施していた。

以上のことより、不安を軽減し自信を持って対応するには、施設内外の研修や継続的なフォローアップ
する体制の構築を図っていくことが必要であると考えられた。

キーワード：医療的ケア、喀痰吸引等研修、介護職員、介護福祉施設

1．はじめに
高齢化などの社会背景から医行為が必要な人々

が増えてきた。介護福祉士や介護福祉職等が喀痰
吸引や経管栄養を行う必要性が生じ、このことに
対する問題が顕在化し制度化が検討され1）、2011
年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、
介護福祉士等も喀痰吸引を業として行えるように
なった。業として行うため当然、事故やアクシデ
ントが起これば、利用者の安全を脅かされるため、
医療的ケア（喀痰吸引や経管栄養）は安全に提供
されなければならない。そのために知識や技術を
修得する研修の必要性や実施条件などが法制度化
されている2）。法改正により実施可能となった医
行為の範囲は、①口腔内の喀痰吸引、②鼻腔内の
喀痰吸引、③気管カニューレ内部の吸引、④胃ろ
うまたは腸ろうによる経管栄養、⑤経鼻経管栄養
である。厚生労働省は「介護職員等によるたんの
吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討
会」（2010年7月から開催）において、介護福祉
士等による喀痰吸引や経管栄養が安全に行われる
ための条件や介護福祉士等の研修の在り方を検討
し今回の制度の核となっている2）。こうした条件
を受け、研修等が実施されてから8年が経過して
いる。少子高齢化がさらに進行していくわが国で
は、政策として地域包括ケアが推進されており、

医療職が増員されない限り、医療的ケアは今後必
要が増す可能性がある3）。介護職員等による喀痰
吸引等の実施状況について平成26年の調査4）では、
喀痰吸引や経管栄養が必要な入所者・利用者がい
る施設・事業所の割合は全体の6～9割を占め、特
に喀痰吸引については介護職員による実施割合が
高いことがわかった。一方、施設管理者が介護職
員による喀痰吸引等の実施について不安に感じて
いる施設（事業所）が、全体の6割にのぼってい
る。多くの施設・事業所では不安を感じつつも介
護職員が喀痰吸引を実施しているという状況に
あった。

超高齢社会を支える介護職員の行う、この医療
的ケアがどのように実施されているのか検証し現
状把握していく必要がある。これまでに、医療的
ケアに関しては、医療的ケアに対する意識や実施
状況、介護福祉士養成施設における医療的ケアの
教育現状などの報告はあるが、実施状況から分析
した研究は少ない。そこで今回、「認定特定行為
業務従事者認定証の交付」（以下、資格保有）を
受けた資格者の介護福祉現場における医療的ケア
実施状況を分析し、今後の課題を明らかにするこ
とを目的とした。

介護福祉施設における「医療的ケア」実施の現状
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2．調査方法
2．1　調査対象者

A県内のA短期大学介護福祉専攻実習登録先の
介護福祉施設（特別養護老人ホーム60施設、介護
老人保健施設38施設）より、医療的ケア（喀痰吸
引等）が提供できる「認定特定行為業務従事者認
定証」を受けた介護従事者がいる施設を対象とし、
その管理者と看護職員（代表者1名）、 介護職員

（代表者1名）とした。
2．2　調査期間

2019年7月～10月
2．3　調査方法

調査方法は無記名自記式の質問紙調査法とした。
2．4　調査項目

設問内容
1）管理者

①　基本的属性として「勤務施設」
②　 「認定特定行為業務従事者認定」保有資

格の介護職員従事の有無
③　 資格を保有する介護職員の「喀痰吸引」

「経管栄養」実施上の不安の有無とその
理由、不安解消のための要望、実施して
いない理由、要望や理由について自由記
述とした。

④　 他の介護職員に実地研修の推奨の有無と
その理由について自由記述とした。

2）看護職員
①　 基本的属性として「年齢」「性別」「勤務

施設」
②　 「喀痰吸引」「経管栄養」の必要な利用

者の受け入れ状況、介護職員の「医療的
ケア」実施の有無と実施していないその
理由、実施上の不安の有無とその理由、
不安解消のための要望の有無とその内容、
理由やその内容について自由記述とした。

③　 「医療的ケア」を実施してほしいかにつ
いて自由記述とした。

3）介護職員
①　 基本的属性として「年齢」「性別」「保有

資格区分」「保有資格取得年数」「勤務施
設」

②　 「医療的ケア」実施の有無と実施してい
ないその理由、実施上の不安の有無とそ
の理由、不安解消のための要望の有無と
その内容、理由やその内容は自由記述と
した。

③　 「医療的ケア」実施のやりがいの有無と
その内容について自由記述とした。

2．5　用語の定義
本研究においての「医療的ケア」とは、一定の

研修を修了・ 登録した介護職員が行う喀痰吸引
（口鼻腔内・気管チューブ内部のみ）・胃ろうや経
鼻経管栄養など（看護師のチューブ挿入確認がな
された上での接続～注入～抜去まで）と定義する。

修了・登録とは、都道府県または登録研修機関
が行う喀痰吸引等研修を修了し、都道府県に登録
して「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を
受けることで、介護福祉職等が「医療的ケア」を
提供することができる。「認定証」は研修の区分
に対応して、第1号、第2号、第3号の3種類があ
る。認定証第1号（以下、第1号）では、喀痰吸
引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部）と経
管栄養（胃ろう・腸ろう、経鼻経管栄養）のすべ
ての行為が可能となり、第2号研修（以下、第2
号）では対象となった行為のうち、任意の行為に
ついて実地研修を修了した場合、個別に認定証の
交付が受けられる。第3号では、特定の者が必要
とする行為に限定される。
2．6　分析方法

回収された調査結果は、統計ソフトSPSS Version. 
21 . 0を使用し統計処理を行った｡ 自由記述によっ
て得られた回答の分析は、文脈の意味内容を検討
し、共通性、相違性を比較検討しながら記述内容
の類似性に基づき分類整理した。
2．7　倫理的配慮

各施設の管理者に文書にて研究の主旨を伝え、
研究の協力は自由意志であり、調査は無記名で匿
名性が保たれていること、また、分析は統計的処
理を行うため、個人や施設が特定される恐れがな
いことを明記した。調査票の配布は管理者より看
護職員、介護職員へ行い、文書にて研究の主旨、
また研究協力は自由意志であることを伝えた。回
収は調査協力者が直接、研究者宛てに返信するよ
うにして匿名性を保持し、調査票の回収をもって
本研究への同意とした。また、本調査は富山福祉
短期大学倫理審査委員会に提出し、審査を受けて
承認（承認番号2019－003）を得た。

3．結果
介護福祉施設98施設へ調査協力を依頼し回答が

あったのは55施設（回収率56％）であった。こ
のうち「認定特定行為業務従事者認定証」（以下、
保有資格）を持つ介護職員がいると回答があった
のは38施設（69％）、協力が得られた職種は、管
理者41名、 看護職員43名、 介護職員38名、 計
122名である。なお、資格を持つ職員がいない施
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設は17施設（31％）あった。また、未記入項目に
ついて対象から除外した。
3．1　介護職員の年齢と性別（図1）

男性40歳代が4名（44％）、20歳代3名（33％）、
30歳代2名（22％）、50歳代はいなかった。女性
では、40歳代11名（38％）、50歳代7名（24％）、
30歳代6名（21％）、20歳代5名（17％） であっ
た。
3．2　資格区分と介護職員の年齢（図2）

第2号は、21名（72％）と多く、次いで第1号
が6名（21％）、第3号2名（7％）であった。最
も多い第2号の内訳は、20歳代が4名（67％）、30
歳代6名（86％）、40歳代9名（82％）であった。
50歳代では、第1号・第2号で各2名（80％）の
結果であった。
3．3　介護職員の勤務施設と資格区分（図3）

特別養護老人ホームと介護老人保健施設に就労
する介護職員の資格区分を調査した。その結果、
特別養護老人ホームは、第2号21名（81％）と多
かった。 介護老人保健施設では、 第1号が2名

（100％）であった。
3．4　介護職員の性別と保有資格年数（図4）

男性の保有資格年数は、いずれの年数において
も幅広く分布していた。 女性は、1年未満9名

（31％）、次いで1年・7年が各4名（14％）であっ
た。
3．5　�施設別の「医療的ケア」必要な利用者の

受け入れ状況（図5）
看護職員を対象に回答を得た。 特別養護老人

ホームは、「喀痰吸引」の利用者を「受け入れて
いる」 が27名（79％）、「経管栄養」 の「受け入
れている」が31名（91％）であった。介護老人保
健施設では、「喀痰吸引」、「経管栄養」の利用者
を「受け入れている」が各5名（83％）であった。
3．6　�施設別の介護職員による「医療的ケア」実

施状況（図6）
看護職員を対象に回答を得た。 特別養護老人

ホームでの「喀痰吸引」について、「実施」は11
名（46％）、「未実施」13名（54％） であった。

「経管栄養」の実施は4名（36％）、「未実施」は7
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名（64％）であった。介護老人保健施設からは回
答が得られなかった。
3．7　�職種別にみた介護職員の「喀痰吸引」、

「経管栄養」実施に対する認識（図7）
「喀痰吸引」実施に対し、介護職員および看護

職員、管理者の不安の有無についての回答を得た。

介護職員は、「不安がある」24名（75％）、「ない」
は8名（25％）であった。看護職員は、「不安があ
る」11名（46％）、「ない」13名（54％） であっ
た。 また管理者は、「不安がある」10名（36％）

「ない」が18名（64％）であった。
「経管栄養」実施の不安の有無について回答を
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共創福祉　第15巻　第2号　2020

24



得た。介護職員は、「不安がある」10名（28％）、
「ない」は26名（72％）であった。看護職員は、
「不 安 が あ る」4 名（3 6 ％）、「な い」 は 7 名
（64％）であった。また管理者は、「不安がある」
が3名（25％）、「ない」が9名（75％）であった。
「喀痰吸引」と「経管栄養」について、「不安が

ある」理由について次の事項で報告する。
3．8　�介護職員「医療的ケア」実施に対する各

職種の意識（表1）
介護職員および看護職員、管理者より自由記述

にて回答を得た。
3．8．1　「喀痰吸引」について
「喀痰吸引」を実施していない理由について、介

護職員は「必要時は看護師が実施しているため」、
看護職員では「看護師が実施している」、「吸痰は
医療行為のため認められていない」、「介護職が自
分達の役割だと認識していない」、「介護職員で出
来る人が少なく、不安があって行わない」、また
管理者は「看護師が行う体制をとっているため」、

「介護職員にはリスクが高く精神的に不安をかけ
たくないため」、「医行為であるため」であった。
「実施」に不安がある理由について、介護職員

は「傷をつけないで安全に施行できるか不安」、
「日常的に実施する機会がないため緊急時にきち
んと対応できるか不安」、「刺激となって急変した
りしないか不安」等、看護職員では「介護職員が
安全に実施できているか不安」、「職員によって能
力に差がある」等、また管理者では、「技術・経
験不足」、「医療的知識が備わっていない」等が挙
げられた。

その不安解消のために要望したいことについて、
介護職員は「定期的な研修の実施」等、看護職員
は「定期的な実施研修」等、管理者では「研修を
受け入れやすいようにしてほしい」等があった。
3．8．2　「経管栄養」について
「経管栄養」を実施していない理由について、介

護職員は「看護師が実施しているため」、「経管栄
養の方が少なく実施する機会がない」、「介護業務
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の中で実施する時間がとれない」、看護職員から
は「看護師が行う体制づくりにしている」、「医療
行為であるから」、「半固形栄養剤の実習を行って
いないため実施していない」、「他に介護業務があ
るから」、「リスクを介護職員に負わせられない」、
また管理者からは「看護師が行う体制をとってい
るため」、「医行為であるため」、「利用者により実
施方法や栄養が違うため」の回答があった。
「実施」に不安がある理由について、介護職員

は「ゴロツキや逆流して嘔吐したりムセないか不
安」、「利用者の思いや行動が読めないので不安」、

「利用者が苦しい思いをしていないか心配」、「看
護師がメインで行っており介護士がめったに行っ

ていないから」、看護職員は「事前に看護職員に
よる体調管理が行えていないから」、「家族や本人
が看護師にしてもらいたいと望まれ、介護士では
不安感を抱く」、管理者では「日常的に行ってい
る訳ではないので、的確に行えるか不安がある」
であった。

その不安解消のために要望したいことについて、
介護職員は、「定期的な研修」、「経管栄養の技術
の発展」、看護職員は「経管栄養の研修」、「看護
師で行う方が望ましい」、管理者では、「外部の研
修があれば良いと思う」等が挙げられた。
3．8．3　「医療的ケア」実施に対する意見（表2）

介護職員は、「医療的ケア」にやりがいを感じ

表１　「医療的ケア」実施に対する不安や要望、実施していない理由

介　護　職　員 看　護　職　員 管　理　者

傷傷ををつつけけなないいでで安安全全にに施施行行ででききるるかかがが不不安安 介介護護職職員員がが安安全全にに実実施施ででききてていいるるかかがが不不安安 技技術術・・経経験験不不足足

日日常常的的にに実実施施すするる機機会会ががなないいたためめ、、緊緊急急時時ににききちちんんとと
対対応応ででききるるかか不不安安

職職員員にによよっってて能能力力にに差差ががああるる 医医療療的的知知識識がが備備わわっってていいなないい

刺刺激激ととななっってて急急変変ししたたりりししなないいかか不不安安
知識不足で呼吸状態や口腔内出血の有無を確認もせず
吸引を続ける職員もいると思うから

事故に繋がるのではという不安

奥まで入れれないため、痰を取りきれないことが多い 怖いと思っている職員はきちんと吸引できないから 有効な吸引ができているかどうか

命に関わることなので常に緊張感がある 口腔内、咽頭手前で取り切れないことが多いため 夜間や介護職のみの時に対応できるかが不安である

人によって状態が違うため

看取り対応の方に吸痰する時不安

ゴゴロロツツキキやや逆逆流流ししてて嘔嘔吐吐ししたたりりムムセセなないいかか不不安安 事事前前にに看看護護職職員員にによよるる体体調調管管理理をを行行ええてていいなないいかからら
日日常常的的にに行行っってていいるる訳訳ででははなないいののでで、、的的確確にに行行ええるるかか
不不安安ががああるる

利利用用者者のの思思いいやや行行動動がが読読めめなないいののでで不不安安
家家族族やや本本人人がが看看護護師師ににししててももららいいたたいいとと望望ままれれ、、介介護護
士士でではは不不安安感感をを抱抱くく

利利用用者者がが苦苦ししいい思思いいををししてていいなないいかか心心配配

看看護護職職ががメメイインンでで行行っってておおりり介介護護職職ははめめっったたにに行行っってて
いいなないいかからら

定定期期的的なな研研修修のの実実施施 定定期期的的なな実実施施研研修修 研研修修ななどどをを受受けけ入入れれややすすいいよよううににししててほほししいい

実践の機会を増やす 口腔内のみの吸引で行う
実践しないと身につかないため、日中も積極的に行って
ほしい

医療的ケアを介護の現場で落ち着いて出来る体制 不安だったらガーゼで口腔ケアを行うことを伝えている 不安時は看護職員の協力を得る

看護師よりねぎらいの言葉をもううことで少しホットする
ことがある

呼吸状態を確認 あまり不安をあおらないようにしてほしい

無理して出血を起こさない

経験を積んだ職員にも声がけし、施行時見守りをしてもら
うことも必要ではないかと思う

定定期期的的なな研研修修 経経管管栄栄養養のの研研修修 外外部部のの研研修修ががああれればば良良いいとと思思うう

経経管管栄栄養養のの技技術術のの発発展展 看看護護師師でで行行うう方方がが望望ままししいい 看護医療職員がサポートする

注入前の体調把握と注入中の異常の有無の確認、異常
時の報告の徹底

必必要要時時はは看看護護師師がが実実施施ししてていいるるたためめ 看看護護師師がが実実施施ししてていいるる 看看護護師師がが行行うう体体制制ををととっってていいるるたためめ

吸吸痰痰はは医医療療行行為為ののたためめ認認めめらられれてていいなないい
介介護護職職員員ににははリリススククがが高高くく精精神神的的負負担担ををかかけけたたくくなないい
たためめ

介介護護職職がが自自分分達達のの役役割割だだとと認認識識ししてていいなないい 医医行行為為ででああるるたためめ

介介護護職職員員でで出出来来るる人人がが少少ななくく、、不不安安ががああっってて行行わわなないい

看看護護師師がが実実施施ししてていいるるたためめ 看看護護師師がが行行うう体体制制づづくくりりににししてていいるる 看看護護師師がが行行うう体体制制ををととっってていいるるたためめ

経経管管栄栄養養のの方方がが少少ななくく実実施施すするる機機会会ががなないい 医医療療行行為為ででああるるかからら 医医行行為為ででああるるたためめ

介介護護業業務務のの中中でで実実施施すするる時時間間ががととれれなないい
半半固固形形栄栄養養剤剤のの実実習習ななどどをを行行っってていいなないいたためめ実実施施ししてて
いいなないい

利利用用者者にによよりり実実施施方方法法やや栄栄養養がが違違ううたためめ

他他にに介介護護業業務務ががああるるかからら

リリススククをを介介護護職職員員にに負負わわせせらられれなないい

介護職員が実施することに「不安」を感じる理由

喀
痰
吸
引

経
管
栄
養

経
管
栄
養

不安解消のために要望したいこと

喀
痰
吸
引

経
管
栄
養

「医療的ケア」を実施していない理由

喀
痰
吸
引
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るかについて、「はい」 が20名（63％）、「いい
え」が12名（37％）であった。「はい」の理由は、

「利用者に迅速な対応ができるため」、「現場の即
戦力となって働けるから」、「夜勤は看護師が不在
なため、介護士が責任をもって行うから」、「自分
のスキルアップに繋がる」、「命に関わることだか
ら」 等が挙がった。 また、「いいえ」 の理由は、

「看護師がいるので医療ケアを行う機会がない」、
「実施に伴うリスクや責任に不安がある」、「医療
的ケアは医療資格を持っている方にしてもらいた
い」があった。

次に、看護職員を対象に、介護職員に「医療的
ケア」を実施してほしいかについて、「はい」37
名（86％）、「いいえ」6名（14％） であった。

「はい」の理由は、「研修を活かしてほしい」、「看
護職員だけでは対応困難なことがあるから」、「喀
痰吸引は夜間看護師不在のため必要」等であった。
また、「いいえ」の理由は、「介護職員の人数不足
や業務内容が煩雑な中ではリスクが高い」等が挙
げられた。

管理者に、介護職員が「医療的ケア」の制度を
活用し実地研修を推奨しているかについて、「は
い」 が28名（70％）、「いいえ」 が12名（30％）
であった。「はい」の理由は、「介護職員のスキル
アップ」、「夜勤や看護師が不在時、また緊急時に
対応ができるようにするため」、「利用者の医療
ニーズが増えているため」、「施設としての受け入

れ体制の充実」等があった。また、「いいえ」の
理由は、「常時、看護師で行える体制ができてい
る」、「職員不足のため研修に参加してもらう余裕
がない」等が挙げられた。

4．考察
4．1　介護職員の属性、保有資格について
「男性」は20歳代～40歳代が多く、「女性」は

20歳代～50歳代と幅広く従事していた。また、保
有資格と勤務施設について比較したところ、特別
養護老人ホームでは第2号の保有資格者が多かっ
た。第2号研修は対象となった行為のうち、任意
の個別行為ついて実地研修を受けることができる
ため、施設の利用者の受け入れ状況によって資格
取得の区分が異なるのでないかと考える。
4．2　�「医療的ケア」の必要な利用者受け入れ

状況について
施設別にみると、特別養護老人ホームは「喀痰

吸引」や「経管栄養」を必要とする利用者の受け
入れが多かった。介護老人保健施設の回答件数は
少ないが「受け入れている」が多かった。また、
管理者からの回答で得た「医療的ケア」実地研修
の推奨では、「介護職員のスキルアップ」、「夜間
や看護師が不在時、また緊急時に対応するため」、

「利用者の医療ニーズが増えているため」、「施設
として受け入れ体制の充実」等が挙げられた。三
原ら6）は、医療的ケアを要する人の受け入れ体制

表２　介護職・看護職・管理者の意見

利利用用者者にに迅迅速速なな対対応応ががででききるるたためめ 1122 研研修修をを活活かかししててほほししいい 1155 介介護護職職員員ののススキキルルアアッッププ 1111

現現場場のの即即戦戦力力ととななっってて働働けけるるかからら 22 看看護護職職員員だだけけでではは対対応応困困難難ななここととががああるるかからら 1100
夜夜間間やや看看護護師師がが不不在在時時、、ままたた緊緊急急時時にに対対応応がが出出
来来るるよよううににすするるたためめ

66

夜夜勤勤はは看看護護師師がが不不在在ななたためめ、、介介護護士士がが責責任任をを
ももっってて行行ううかからら

22 喀喀痰痰吸吸引引はは夜夜間間看看護護師師不不在在ののたためめ必必要要 88 利利用用者者のの医医療療ニニーーズズがが増増ええてていいるるたためめ 44

自自分分ののススキキルルアアッッププにに繋繋ががるる 22 経管栄養や吸引が必要な人が増えているため 1 施施設設ととししてて受受けけ入入れれ体体制制のの充充実実 33

命命にに関関わわるるここととだだかからら 11
利用者にとっては医療処置が必要になった時でも
戻って来れるメリットがあるので

1
介護職を中心に医療的ケアを実施してもらいたいた
め

1

看護師に指導をお願いしながら安心してできてい
る

1 看護師だけでは受け入れが制限される 1 職員の実地研修に影響がない程度で 1

今後、看護師不足になる可能性があるため 1 看護職の負担軽減のため 1

必要なケアが出来ることは入所者が安心して生活す
ることができる

1

看看護護師師ががいいるるののでで、、医医療療的的ケケアアをを行行うう機機会会ががなな
いい

44
介介護護職職員員のの人人数数不不足足やや業業務務内内容容かからら煩煩雑雑なな中中でで
ははリリススククがが高高いい

33 常常時時、、看看護護師師でで行行ええるる体体制制ががででききてていいるる 55

実実施施にに伴伴ううリリススククやや責責任任にに不不安安ががああるる 33 研修を受けてもやりたがらないのが現状だと思う 1 職職員員不不足足ののたためめ研研修修にに参参加加ししててももららうう余余裕裕ががなないい 33

業務の一環として行っているから 3 日中は看護師が行っている 1 家族が受けいれていない方が多い 1

医医療療的的ケケアアはは医医療療資資格格をを持持っってていいるる方方ににししててももらら
いいたたいい

22
経管栄養の方は、痰の吸引が必要な方がいるの
で看護師が行った方が効率的である

1 今のところ必要性が低いため 1

介護職員の負担を軽減したいと考えているため 1

人手不足により、日々の業務に追われている 1

「「ははいい」」のの理理由由（（２２００）） 「「ははいい」」のの理理由由（（３３７７）） 「「ははいい」」のの理理由由（（２２８８））

「いいえ」の理由（１２） 「いいえ」の理由（６） 「いいえ」の理由（１２）

介　護　職　員 看　護　職　員 管　理　者

「「医医療療的的ケケアア」」実実施施ににややりりががいいをを感感じじるるかか 介介護護職職員員にに「「医医療療的的ケケアア」」をを実実施施ししててほほししいいかか 介介護護職職員員にに「「医医療療的的ケケアア」」実実地地研研修修をを奨奨励励ししてていいるるかか

介護福祉施設における「医療的ケア」実施の現状
～介護職員による実施状況からの分析～
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は、施設により異なるが看護師の夜間配置がなく
医療処置を要する人の受け入れは困難としていた。
また、西尾ら5）は病院への在院日数の減少に伴い、
特別養護老人ホーム利用の重度化・医療ニーズの
増加がみられるようになっている。これらのこと
から、「喀痰吸引」や「経管栄養」を必要とする
利用者の受け入れの際、適切な対応が出来るよう

「医療的ケア」の技術を確認できるフォローアッ
プ研修を実施していくことが必要であると考える。
4．3　�介護職員による「医療的ケア」実施状況

について
実施状況について施設別にみると、特別養護老

人ホームは、介護職員による「喀痰吸引」実施の
割合が4～5割を占めていた。医療的ケアの実施
状況について2）、調査時期や、地域、対象者、調
査内容によって異なるため、一般化することは難
しいが、高橋7）の調査では、介護職の実施が「喀
痰吸引・口腔内」が66％、「喀痰吸引・鼻腔内」
26％、「経管栄養・ 胃ろう」34％、「経鼻経管栄
養」13％の報告がある。また、森永8）は、高齢者
施設における医療的ケアの現状について医療従事
者の人員配置の違いによって介護職員の医療的ケ
アへの関わりに相違があるとしている。
「医療的ケア」を実施していない理由には、「看

護師が実施している」、「看護師が行う体制をとっ
ている」 が挙がった。 また、「経管栄養」 では、

「半固形栄養剤の実習などを行っていないため実
施していない」、「利用者により実施方法や栄養が
違うため」があった。近年日本では半固形化栄養
法が急速に普及し、胃食道逆流症、誤嚥性肺炎、
下痢等の改善が報告9）されている。胃の蠕動運動
を惹起し、逆流しないような十分な粘度のある半
固形栄養剤を使用することが重要と述べている10）

ことからも、喀痰吸引等研修にて習得した半固形
栄養剤使用方法などのフォローアップに繋がる研
修を行うことが必要であると考える。また、「介
護業務の中で時間がとれない」、「他に介護業務が
あるから」が挙げられた。柏葉ら11）は、日常生活
援助を丁寧に行うのが介護職の仕事ではないかと
いう意見があり、介護職の医療的ケアに対して慎
重な態度であったとしている。また、赤沢ら12）は、
医療的ケアの範疇にあるものを介護の専門資格と
するのはおかしいことであり、介護の専門資格に
ついては介護の質の高い実践力をもつものとして
いる。医療依存度の高い入所者が多い施設では13）、
夜間など看護職がいない場合に介護職が医療処置
を行っている。安田ら14）は、介護職が医療処置を
行うことについて、「本来は看護師の仕事」「どこ

まで介護職がおこなってよいか不明瞭」「特に夜
間はやらずにいられない状況」としている。痰の
吸引は15）、24時間の観察を継続して行わなければ
ならず、業務改善を行っても看護職のみがこれら
医療処置を行うことが難しく、緊急の場合には介
護職が医療行為を行わざるを得ないのが実情であ
る。その他の理由として、「医療行為であるから」、

「医療行為であるから認められていない」と看護
職員および管理者より回答を得た。これについて、
平成22年4月「特別養護老人ホームにおけるたん
の吸引等の取り扱いについて」の通達16-17）を、現
場において理解されていない状況があると推測さ
れる。しかしながら、医療的ケアを行うのは介護
職の専門性なのか未だ疑問との声が聞かれている。
4．4　�「喀痰吸引」実施の不安と不安解消のた

めの要望について
職種別にみると、介護職員では「不安がある」

と回答した割合が高かった。また、不安を感じる
理由について、「傷をつけないで安全にできるか
不安」、「日常的に実施する機会がないため、緊急
時にきちんと対応できるか不安」、「刺激となって
急変しないか不安」と挙げられていた。これらの
ことより、生命や身体を傷つけてしまうのではな
いかという不安、また技術面や緊急時の対応につ
いて不安を抱いていると考えられる。関谷18）は、
医療的ケアを行う不安の原因に、痛みの体験・苦
しそうな表情の知覚・ 漠然とした怖いというイ
メージなどの感覚的原因、 そして経験不足や知
識・技術の未熟などの技術的原因があるとしてい
る。雲丹亀19）らは、研修を修了してから年数が経
つにつれ、機器操作についての不安度は増加傾向
にある。喀痰吸引を実施する機会が少なくなるこ
とは、吸引機器や手順に関する知識や技術に対す
る自信の喪失に繋がるとしている。また、森永8）

は、介護職員の実践回数の少なさが行為そのもの
不安に反映されているとしている。矢澤20）らの調
査によると、毎勤務で医療的ケアを実施している
職員は不安度が低い傾向にあった。また、関谷18）

は医療的ケアについて、喀痰吸引のほうがより難
しく怖く負担感が多いとし、無菌操作や手技の未
熟さが起因している可能性があるとしている。こ
れらのことより、介護職員が不安と感じる要因は、
利用者を傷つけないかというイメージの不安、資
格取得7年8年と年数が経っていること、実施回
数が少ないことによる知識や技術の自信の未熟さ
が不安に繋がっていると考えられる。看護職員と
管理者では、不安が「ない」と回答した割合が高
かった。「不安がある」の理由では、「介護職員が
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安全に実施できているか心配」、「職員によって能
力に差がある」、「技術・経験不足」が挙げられた。
高橋7）は、介護職が医療的ケアを行う上での課題
は「介護職の知識・技術・経験・認識の差」、「研
修に参加できる体制もない」と述べている。この
ことから一人ひとりの力量に合わせた研修を模索
していく必要があると考える。

不安解消のための要望は、介護職員、看護職員、
管理者の職種において「研修の実施」が挙げられ
た。不安を軽減するには、次のステップとして、
資格取得後1年ごとの振り返り、定期研修を実施
しフォローアップやフィードバックする継続的な
研修計画を、施設内外や県レベルで検討していく
必要があると考える。
4．5　�「経管栄養」実施の不安と不安解消のた

めの要望について
介護職員、看護職員、管理者において、不安が

「ない」と回答した割合が高かった。「不安がある」
の理由では、「ゴロツキや逆流して嘔吐したりム
セないか不安」、「日常的に行っている訳でないの
で的確に行えるか不安がある」が挙げられた。未
記入が多かった要因として、「経管栄養」を実施
している施設が少ないからであると考える。不安
解消のための要望は、「研修の実施」が介護職員、
看護職員、管理者のどの職種においても挙げられ
た。不安を解消とする要望を具体化する課題を考
察すると以下のようなことがいえる。寺嶋ら24）は、
新人介護職は医療行為そのものに対する恐怖・抵
抗を示し、経験年数が長い介護職は医療行為その
ものへの恐怖・抵抗ではなく、医療行為に対して
怖いという感覚が麻痺してしまうことへの恐怖・
抵抗をしめしている。森永8）は、高齢者施設にお
ける医療従事者の人員配置の違いによって介護職
員の医療的ケアへの関わりに相違があること、介
護職員の実践回数の少なさが行為そのものの不安
に反映されていると報告している。また、関谷18）

は、経管栄養は1回2時間1日3回あると他のケア
ができないとする「ケアにかかる時間」「管理す
る時間」の長さによって難しいと判断する意見を
挙げていた。片岡22）は、個人の尊重を重視し、介
護のケアの本質を忘れずに医療的ケアが行えるた
めの教育や研修方法を検討していくことが今後の
課題としている。以上のことから不安解消のため
に研修を実施する課題として、キャリアや実践回
数、時間や個人の尊厳などを考慮し、不安を軽減
する研修を実施し継続していく必要があると考え
る。
4．6　�介護職員は、「医療的ケア」実施にやりが

いを感じるか
やりがいを感じるのは「利用者に迅速な対応が

できるから」、「現場の即戦力となって働けるから」、
「夜間は看護師が不在なため、介護士が責任をもっ
て行うから」、「スキルアップに繋がる」、また「命
に関わることだから」と、命を守らなければなら
ないという使命感を抱いていると考えられる。ま
たやりがいを感じていないのは、「看護師がいる
ので、医療的ケアを行う機会がない」、「実施に伴
うリスクや責任に不安がある」、「医療的ケアは医
療資格を持っている方にしてもらいたい」が挙げ
られていた。柏葉11）らは、特別養護老人ホーム勤
務の看護職と介護職は、介護職が実施する医療的
ケアを肯定的にとらえており、医療的ケアは介護
職に必要なケアであり、介護職のキャリアアップ
に繋がり「専門性」であると捉えている傾向が強
かった。介護職の中には、医療的ケアの業務内容
を拡大したいとの意見もあったとしている。また、
老人保健施設の看護職と一部の介護職からは、日
常生活援助を丁寧に行うのが介護職の仕事ではな
いかという意見があり、介護職の医療的ケアに対
して慎重な態度であったと報告している。松田23）

は、夜間に看護職が勤務していないので介護職が
医療処置を行うことはやむを得ないとしながらも、

「介護職が医療行為をすべきでない」とある。芝
田24）が介護職に行ったインタビューでは、医療的
ケア実施は介護職の専門性の向上にはつながらな
いが、必要としている利用者のためには喀痰吸引
と経管栄養に限定して行うのがよいとあり、消極
的な肯定ともいえる意識を読み取っている。関谷
18）は、経管栄養について6割が積極的に行いたい
としているが、喀痰吸引では否定的と消極的を合
わせて9割の者が躊躇している様子があったとし
ている。介護職が行う医療的ケアについて、「介
護職の質や水準が上がる」「医療処置は行いたく
ない。しかし介護職だから出来ないといって苦し
む利用者を放っておけない」25）と、多様な価値観
が挙げられたが、放っておけないけど消極的に躊
躇してしまうという意識を変えることが出来れば、
苦しむ利用者を放っておくことなく、積極的に実
施することができ、やりがいに繋がるのではない
かと考える。
4．7　�看護職員は、 介護職員に「医療的ケア」

を実施してほしいか
「研修を活かしてほしい」、「看護職員だけでは

対応困難なことがあるから」、「喀痰吸引は夜間看
護師不在のため必要」の意見があった。吉村26）の
調査では、喀痰吸引は「夜勤するとき看護師がい
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ないので、介護福祉士ができた方がいいから」「痰
をすぐに取れることで利用者の安全につながる」

「適切な処置の方法がわかっていれば看護師が忙
しいなどの時にすぐに吸引ができる」、経管栄養
では、「30分に一回様子の観察が必要なため」「利
用者の食事に関するから」「看護師の負担軽減に
もなり自分にためにもなる」が挙げられていた。
これらの不安の背景には、施設特有の勤務体制や
環境要因がある可能性が伺える。実施にあたって
は、施設における安全管理体制のあり方を検討す
る必要がある。

5．結論
医療的ケアについては、介護職員だけの問題で

はなく看護職員そして施設管理者がどう関わって
いくのか、保有資格をどう発揮させるのかを考え
ていく必要がある。医療的ケア実施の不安要因は、
看護師が普段実施しており介護職員が行っていな
いこと、また生命や身体を傷つけてしまうのでは
ないか、知識や技術の未熟さであった。不安を軽
減し自信をもって対応するには、 継続的なフォ
ローアップなど研修企画を実施していくことが重
要であるといえる。また、介護職員が医療的ケア
を迅速かつ的確に実施できるようにするためには、
介護職員の不安をできるだけ減らすことであり、
施設管理者の責任の下、施設の現状を把握し、介
護者一人ひとりのスキルを考慮したマニュアルの
整備と更新、定期的な施設内外研修や不安をやり
がいに変えられるようなフォローアップといった
体制の構築、昼夜問わず医療的ケアが必要な利用
者の数に見合った介護職員と医療職の配置となる
法律の制定、制度・政策の見直しが重要であると
考える。今後は、本研究の結果を基に、対象施設
を拡大した調査や経年的な調査を行い、介護職員
が不安なく的確に医療的ケアを行えるための具体
的な対策を構築していく必要がある。
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The current status of medical care in long-term care welfare facilities:
an analysis based on the work of long-term care workers

Kazumi MIYAGI, Miyoko SAKAI
Department of Social Welfare, Toyama College of Welfare Science

Abstract
The Certified Social Worker and Certified Care Worker Act, which was partially amended in 2012 , 

has enabled certified care workers and long-term care workers, who have received a certain amount of 
training, to perform medical care, such as sputum suction, under certain conditions. Therefore, we as-
sessed and analyzed the current status of medical care in long-term care facilities, as provided by long-
term care workers who have been issued the Authorized Specified Conduct Practitioner Certificate.

A questionnaire survey was administered to administrators, nurses, and long-term care workers at 
55 long-term care welfare facilities. The results showed that many facilities accepted clients who re-
quired sputum suction and/or tube feeding, and that medical care was provided in 30% to 50% of spe-
cial elderly nursing homes. Long-term care workers found the provision of medical care rewarding be-
cause they were able to respond quickly to clients. On the other hand, they performed such care with 
some anxiety; for example, they were not sure whether they could provide medical care safely, and 
they had few opportunities to perform medical care on a daily basis.

To reduce their anxiety and increase their confidence, we must develop a system for training inside 
and outside facilities, and for continuous follow-up.

Keywords:  long-term care welfare facility, long-term care worker, medical care, training on sputum suc-
tion, etc.
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急性期病院で働く医療ソーシャルワーカーが抱える業務上の課題に関する研究
～中堅期の医療ソーシャルワーカーからの視点～

中村　尚紀
富山福祉短期大学社会福祉学科社会福祉専攻

（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
日本の社会保障費は年々右肩上がりに膨れ上がり，MSWは度重なる診療報酬の改定で病院からは患者

の在院日数の短縮が求められる．しかし，多問題を抱える患者の支援は病院が求めている在院日数での退
院が難しく，しばしば病院と患者との板挟みになっている．

特に中堅期MSWは担当患者のみならず，新人期MSWの教育，院内外の会議で忙殺の日々を過ごして
いる．

本研究では急性期病院の中堅期MSW4名を対象に半構造化インタビューを行い，KJ法を用いて中堅期
MSWが抱える業務上の課題の構造を明らかにした．

研究の結果，最上位の表札は3枚，44枚の表札と元ラベルを抽出した．最上位の表札では，要素1【互
いの専門性を語り合い高めることが出来る職場の憧れ】と要素2【時代に合った業務転換が出来ないのは
チームではなく個人プレーが原因】があり，この二つの要素を和らげていたのが要素3【忙殺の日々を救っ
てくれる仲間が欲しい】の院外のMSWや院内の多職種の支えであった．

しかし，院外のMSW等は常に傍にいてサポートをしているわけではないため，部署内で「想いの共有」
と「想いをカタチにする」作業を行うことで部署内のMSW同士の凝集性を高めることが出来るのではな
いかと考えられる．

キーワード：中堅期医療ソーシャルワーカー、業務困難、離職

1．背景
日本の財政状況は，ここ30年間で公共事業や教

育等の歳出は横ばいの状況であるのに対して，社
会保障費の歳出は右肩上がりに膨れ上がっている．

現に財務省1）からは，1990年の社会保障費は11．
6兆円だったのが2020年には3倍以上の35 .9兆円
まで膨れ上がっている．

特に本研究で対象にしている医療ソーシャル
ワーカー（以下MSW）は，その煽りを医療現場
で直接受け医療機関と患者・ 家族との板挟みに
なっている．それは例えば診療報酬の改定により，
患者の在院日数の短縮が求められるが故にMSW
は必然的に医療機関側から早期の退院促進のプ
レッシャーがかかる．

しかし，MSWが担当する患者等は8050問題や
老々介護，生活困窮者等といった多問題を抱えた
患者等もいることから，医療機関が求めている在
院日数の期間内に患者が退院することができない
ことが多々ある．

日々，MSWは医療機関からのプレッシャーと
患者の置かれている生活上の問題の解決に向けて

双方の間に挟まれながら業務を遂行している．
MSWの業務の困難性に関して杉山ら2） は

「MSWの仕事が標準化できないほど多種多様であ
り，患者支援のための社会資源は思うようになら
ず，周囲の期待と実際の状況がかけ離れていてジ
レンマを覚える」とし，このジレンマが続くこと
でMSWは離職をしていくとした．

これは，MSWに限ったことではないが，現在
人材の確保及び離職予防はどの産業でも喫緊の課
題となっている．産業別の離職率に関して，厚生
労働省3）の雇用動向調査結果をみてみると14種の
産業の中で宿泊業・飲食サービス業が最も高い離
職率（26 .9％）であるが，医療・福祉分野も5番
目に高い離職率（15 .5％）を示し，最も離職率が
低いのは建設業の9.2％であった．

この医療・福祉分野はMSWだけではなく，医
師，看護師，介護福祉士等も含まれてはいるもの
の少なからずとも社会としては高齢者が増加する
中で医療や福祉の人材を確保し世の医療・福祉を
充実させたい思いがある一方で現実はそう簡単に
上手くいかないということが容易くわかる．
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では，MSWの業務の困難性や離職に関しては
どうであろうか．MSWの業務の困難性において
は，大松4）は業務困難性調査指標開発を試み，そ
の結果、「スーパービジョンの不足に起因する困
難性」，「ソーシャルワークの原則の困難性」，「よ
りよい援助をするために，事前に情報や知識を十
分に収集できないことへの困難性」，「MSWが多
種多様なシステムとの相互作用の中でソーシャル
ワークを遂行する困難性」，「院内の他職種との困
難性」といった5つの困難性があると明らかにし
た．

また，大松5）は「日々の援助や業務の結果とし
て，落ち込んだり悩んだりしたときに職場の中で
精神的なサポートが不足している」とし，MSW
が業務を円滑に遂行するためには所属部署や病院
組織からの精神的サポートが重要であるとした．

この所属部署や病院組織からの評価に関して，
杉山ら6）もMSW業務の困難性の影響に「職員間
の調和やチーム力にかかわる『業務環境の良し悪
し』については，経験年数に関わらず因果関係は
高く算出された」とし，当たり前ではあるが働き
やすい環境はMSWの業務の困難性を下げ，業務
の質を高めることに繋がるとした．

MSWの離職に関しては堀井ら7）は，岡山県医
療ソーシャルワーカー協会会員を対象に業務を続
けるためのエネルギーであるやりがいに着目し調
査を行った．その結果，やりがい総得点で一番高
い経験年数は15年以上（平均値27 .13） であり，
次に3年以上9年未満（平均値26 .82），3年未満

（平 均 値 2 5 . 6 8），9 年 以 上 1 5 年 未 満（平 均 値
23 .79）の順であった．特に9年以上15年未満の
MSWは仕事量の増加や仕事の責任感が増すこと
で，「他者からの評価」，「専門家としての評価」と
いった他の項目に置いても低い値が出た．

MSWの業務は多種多様であり， 真嶋ら8） も
MSWは「医療機関内の他の専門職から，その役
割が十分に理解されていない状況」であるとし，
周囲からの十分な理解が得られていない中で日々
の業務を遂行していることがわかる．

本研究では，MSWの離職予防等の観点も含め
退院支援のみならず新人教育や院内の各委員会等

といった多種多様な業務を担いMSWの所属部署
でも中核的な立場である中堅期のMSWを対象に
業務上で抱える実質的な業務やそれに伴う内面性
の困難感といった業務上の課題が何かを明らかに
し，MSWが働きやすい環境について示唆してい
く．

2．用語の定義
本研究における中堅期は，保正9）が「意識的に

全体的な状況を捉えながら， 自らのソーシャル
ワーク実践を行うことができ，新人期のMSWを
指導できる段階」 としていること， 各都道府県

（大阪、沖縄、群馬等）の中堅期のMSWを対象に
した研修の多くが5年以上15年未満と設定してい
ることから，本研究では5年以上15年未満でかつ
自らのソーシャルワーク実践だけではなく新人教
育にも携わっているMSWを中堅期と設定した．

3．研究方法
3．1　調査実施における倫理的配慮

本研究は，調査時に調査対象へ研究の目的等を
十分に説明した上で研究の同意書を用いて本研究
への参加の同意を得た．また，調査中に対象者が
研究を辞退することも想定し，調査対象に不利益
が生じないよう配慮した．倫理的配慮に関しては、
富山福祉短期大学研究倫理審査委員会（2019－
006号）の承認を得て実施している

3．2　調査対象
急性期病院で勤務する5年以上15年未満の中堅

期のMSW4名を対象に調査．調査対象の属性は
表1に示した通りである．調査期間は2020年1～
2月で実施．

4．研究の手法と手順
本研究では急性期病院で働く中堅期のMSW4名

を対象に「中堅期MSWの日頃の業務内容」，「中
堅期MSWの困難を感じている業務」，「中堅期
MSWとして望む業務形態」の質問項目をもとに
中堅期が日頃抱える業務上の実質的及び内面性の
課題を半構造化インタビューにて聞き取った．

表1　調査対象者の属性
病院種別 性別 経験年数 インタビュー時間

A氏 二次救急病院 男性 7年 43分30秒
B氏 二次救急病院 女性 13年 60分03秒
C氏 二次救急病院 男性 7年 40分54秒
D氏 二次救急病院 男性 5年 53分45秒
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半構造化インタビューでは調査対象者の同意を
得た上でICレコーダーに録音し，逐語録を作成し
た．また，逐語録の分析はKJ法を用いて行った．

KJ法は川喜田10）が「事実をして語らしめよと
いうデータのまとめかたである」 とし， 中堅期
MSWが抱える業務上の課題を図解化し，各要素
の関係性を把握することができる．

また，本研究の信憑性を高めるため，川喜田二
郎式問題解決学・発想法認定コンサルタント「株
式会社エバーフィールド」にて2020年2月に集中

セミナーを受講しA氏のKJ法による分析指導を
受けた．

KJ法の分析では，KJ法1ラウンドを用いて（1）
インタビューの逐語録データをもとにデータの
エッセンスを抜き出し元ラベルを作成．（2） グ
ループ編成は，ラベルをひろげ概念が近いラベル
をあつめる表札づくりを繰り返し行った．（3）図
解化では各グループの最上位の表札を適した空間
に配置し，互いの表札の関係性を見出し図解化し
た．（4）叙述化は，中堅期MSWの業務上の課題
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の構造と各要素の関係性が分かるようストーリー
を記述した．

5．結果
調査対象者4名を個別に統合した結果，最上位

の表札は3枚，44枚の表札を元ラベルとして抽出
しKJ法で統合した．その結果図1の図解化となっ
た．叙述化に関しては最上位の表札は【　】，表
札は『　』，元ラベルは≪　　≫で記述した．統
合のプロセスでは元ラベルは数字，表札は平仮名，
最上位の表札はローマ数字の順で段階ごとに符号
をつけ記述した．

KJ法で分析した結果，中堅期MSWが抱える業
務上の課題の要素には，要素1の【時代に合った
業務転換が出来ないのはチームではなく個人プ
レーが原因】と要素2の【互いの専門性を語り合
える職場の憧れ】，要素3の【忙殺の日々を救って
くれる仲間が欲しい】の3つの要素に分類される
ことがわかった．これらの要素について，詳しく
説明していく．

（1）�要素1【時代に合った業務転換が出来ないの
はチームではなく個人プレーが原因】

要素1の【時代に合った業務転換が出来ないの
はチームではなく個人プレーが原因】は要素2の

【互いの専門性を語り合える職場の憧れ】の課題
であるMSWの所属組織・部署内での同僚や上司
との関係性やMSWとしての専門性への悩みに繋
がる根幹的な課題があった．

その課題とは，二つ挙げられる．一つは『Ⅷ．
専門職として目的を持つためにも時代に合った業
務意識の転換が求められる』という，他部署と比
べ少人数で業務を担っているMSWの業務改善の
課題と，二つ目は『Ⅱ．診療報酬の仕組みの中で
病院の事情を重視しクライエントの社会生活の支
援を十分に示していない』という度重なる診療報
酬の改定による退院支援の促進等の課題で中堅期
MSWはジレンマを抱いていた．

前者の『Ⅷ．専門職として目的を持つためにも
時代に合った業務意識の転換が求められる』では，
退院支援だけではなく院内の各委員会や各診療科
のカンファレンスの参加といった多種多様なMSW
の業務を組織の求めにそのまま応じ増やすのでは
なく，優先すべき業務や無くすべき業務が何かを
見極めることが重要である． そのため， 先ずは

『せ．過重労働を減らすにはメンバーの働き方の
意識変容が求められる』といったMSWの業務を
部署内で見直す前に個々の業務に対する意識を共

有した上で日々の業務や新たに取り組む業務への
モチベーション等の意識を変える必要があるとし
た．

また，業務が忙しいからMSWを増員するので
はなく，現在働いているMSWが働きやすい環境
にするためにも， 例えば育児や体調に波がある
MSWらの置かれている状況を考慮した『そ．職
員を増やすのではなく時短やテレワークで働きや
すい職場のシステム化』を行い個々のMSWの状
況に配慮した働き方の環境整備を行う必要がある
とした．

しかし，現実では日々の業務に追われMSWの
質の向上や働きやすい環境のシステム化が上手く
いっていないことで≪41．教育カリキュラムがな
いと簡単に目的を見失う≫といったMSWとして
目指す方向性を個人のみならず組織単位でも迷走
している状況があった．

後者の『Ⅱ．診療報酬の仕組みの中で病院の事
情を重視しクライエントの社会生活の支援を十分
に示していない』 では， 退院支援を行うには
MSWだけではなく医師や看護師， 理学療法士，
作業療法士，言語聴覚士，薬剤師，栄養士などの
各専門職がひとつのチームになって患者を支援し
ていくが求められるが，実際現場では退院支援＝
MSWといった≪3．退院支援はMSWの仕事って
取り扱いが強い≫ことからMSWの退院支援にお
ける負荷が大きい． そして， なによりも『え．
MSWであるのにもかかわらず診療報酬上の仕組
み上，仕事の大部分は在院日数の短縮の業務を遂
行』といったクライエント中心ではなく病院の経
営中心の支援に重きを置いていることでクライエ
ント中心の実践ができていないとジレンマを抱い
ていた．

従って，要素1【時代に合った業務転換が出来
ないのはチームではなく個人プレーが原因】では，
中堅期のMSWは煩雑なMSW業務を少しでも改
善できるようシステム化にしたい想いはあるもの
の，日々クライエントではなく病院中心の退院支
援業務に追われMSWの業務改善まで手が回らず，
かつ自身のMSWとしての専門性に戸惑い悩み葛
藤し地団駄を踏んでいたことがわかった．

（2）要素2【互いの専門性を語り合える職場の憧れ】
ここでは中堅期MSWが自身の専門性がクライ

エントの支援及び組織内で十分に発揮できている
のか悩み葛藤している姿が如実に表れていた．そ
の姿とは，新人期MSWの指導によって気づく自
身のMSWとしての力量の葛藤と，所属部署内で
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の上司や同僚等の関係性から生じる葛藤があると
わかった．

前者の個人のMSWとしての力量の葛藤では中
堅期MSWは『Ⅰ．今でも自身が新人の様にクラ
イエントの立場に立てていない時がある』と感じ
ていた．

その理由は，新人期MSWを指導する中で『あ．
新人は独りよがりで型どおりで視野が狭くなりが
ちでクライエントの事情を十分に把握せず判断し
自分もそうならないよう気を付けないといけない』
と新人期MSWの指導から自身のMSWとしての
姿勢を正すことに気づく．しかし，その後新人期
MSWに指導しようとするものの『お．自分は要
領よく立ち振る舞うことができるが，それを新人
に上手く指導が出来ない』という現実を知る．ま
た，日々の多忙さから『う．新人と共に新しく学
び直すことはあってもMSWとしてクライエント
の立場になれない自分がいる』ため，クライエン
ト中心ではなく病院組織中心の退院支援を展開し
ていると自覚し，その現状を解消したい気持ちを
持っていたとしても業務の煩雑さから，そのまま
日々を過ごしジレンマが蓄積されていた．

後者の所属部署内の上司や同僚等の関係性では，
部署内の人間関係の良好の有無に関係なく孤軍奮
闘している中堅期MSWの姿があった．

例えば『Ⅲ．苦汁を舐めずにバックアップ体制
がある職場への憧れ』では『き．上司と噛み合わ
ないだけではなく，これまでのMSWの常識が通
用しないことに歯を食いしばる』といったこれま
での職場では通用していたことが今の職場では通
用しない苛立ちや，部署の業務改善のために新し
いことにチャレンジをしようとすると業務量が増
えてしまうとの理由から『け．保身が先立ち変化
を恐れている職場』への不満を抱いていた．

そのため，中堅期MSWは業務改善や新しい取
り組みをしたい気持ちがあるものの， それをサ
ポートしてくれる上司や同僚といった職場環境が
整っていないことで『こ．バックアップしてくれ
る職場で仕事がしたい』との気持ちが強くなり，
自分を理解し力が発揮できる職場への転職を考え
るようになっていた．

また，職場内の人間関係が良好だとしても課題
はある．その課題とは『Ⅴ．業務で色々フォロー
してくれる同僚の本心が気になる』と，『Ⅵ．職
場風土がよくても新人教育は十分ではないので母
校のバックアップが欲しい』があった．

前者の『Ⅴ．業務で色々フォローしてくれる同
僚の本心が気になる』は中堅期MSWの業務能力

にも個人差があること，育児や業務の多忙さで体
調を崩すことがあることから、管理職が各自の事
情に配慮した『さ．現在の業務遂行能力に合わせ
た業務量の調整』といった業務の個別管理をして
くれている．

しかし， 業務の配慮をされた中堅期MSWは
MSW業務が多忙との理解があるからこそ，かえっ
てその配慮が『す．個別のフォロー体制があるも
のの気になる同僚の目』といった同僚や後輩たち
の業務量を増やし迷惑をかけているのではないか
と負い目を感じていた．

後者の『Ⅵ．職場風土がよくても新人教育は十
分ではないので母校のバックアップが欲しい』で
は，新人期MSWの指導の際≪28．MSWによっ
て考え方が微妙に違い指導の仕方も違うので新人
も混乱≫している状況が生じてしまうため，『ち．
職場風土は良いが新人教育は十分といえない』と
いった課題から新人期MSWが混乱しないよう一
貫した教育体制が整っていないことが明らかに
なった．

そのため，職場内で上司や同僚に相談が出来る
関係性があったとしても，業務の煩雑さや自身の
MSWの専門性の不安さから『つ．職場内だけで
は新人教育が十分ではないため，あると助かる大
学のサポート』といった新人期MSWと繋がりが
ある出身大学等の教員からMSWの専門性を学ぶ
教育面や職場では話せない情緒面での支持的サ
ポートを大学教員に求めていた．

（3）�要素3【忙殺の日々を救ってくれる仲間が欲
しい】

中堅期MSWは日々の業務の多忙さや部署内で
の関係性等から『し．事務作業や会議が増えたせ
いで日々時間に追われピリピリモード』といった
心の余裕さえ感じられない状況に陥っていた．し
かし，その状況が続くと業務に支障をきたしてし
まうため，何とか今の置かれている状況から脱す
るのに『Ⅳ．職場のMSW間のしがらみで求める
外部MSWとの腹心関係』といった職場外に救い
を求めていたこと，職場内であれば部署内のMSW
ではなく『Ⅶ．自分を救ってくれたのは志高い仲
間から差し伸べられた手』といった多職種からの
支えによって状況を改善しようとしている姿がみ
られた．

前者の『Ⅳ．職場のMSW間のしがらみで求め
る外部MSWとの腹心関係』では，自らの専門性
を維持又は向上するためにも積極的に研修会へ参
加することを希望するものの職場からは『く．業
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務では研修に行かせてもらえないため，希望する
研修にいけないジレンマ』を抱き業務ではなく自
らの休暇を使って研修会に参加していた．そして，
研修会での学びだけではなく，他病院から参加し
ているMSWと出会いや研修会後の交流によって
中堅期MSWは『か．孤独を和らげ士気をあげる
ために欲しい苦汁を語り合う仲間』と出会いMSW
業務に対するモチベーションを維持していた．

後者の『Ⅶ．自分を救ってくれたのは志高い仲
間から差し伸べられた手』では，部署内のMSW
のサポートが受けられず一人で右往左往していた
際に『た．院内外の連携強化は多職種からの助け
舟が発端』という多職種が中堅期MSWの様子を
見て声をかけ退院支援等のMSWの業務をサポー
トしていた．また，『て．志高い有志との出会い
が自分のMSWとしての専門性を高める』では多
職種が日々自分の専門職としての能力を高めてい
る姿に中堅期MSWも触発され，自分自身ももっ
と専門職としての知識や技術を学び専門職の能力
を高めようとしていた．このことから中堅期MSW
が離職をせずに現場で頑張り続けられているのは
職場外のMSWとの出会いや職場内の多職種から
影響を受けていることがわかった．

6．考察
急性期病院で働く中堅期のMSWが抱える業務

上の課題には，退院支援や診療科ごとのカンファ
レンス，クライエントの記録，院内外の電話対応，
院内の委員会等といった実質的な業務の課題では
なく，日々の業務で生じるMSWとしての専門性
や組織内での自身の存在意義といった内面的な課
題を抱えていた．

この内面的な課題の具体的な内容が本研究の結
果でもある要素1【互いの専門性を語り合い高め
ることが出来る職場の憧れ】と要素2【時代に合っ
た業務転換が出来ないのはチームではなく個人プ
レーが原因】であり，この二つの要素を和らげて
いたのが要素3【忙殺の日々を救ってくれる仲間
が欲しい】の院外のMSWや院内の多職種の支え
であった．

しかし、院外のMSWや院内の多職種は常時傍
にいて一緒に仕事をしているわけではないため，
根本的な解決には至らない．中堅期MSWが抱え
る業務上の課題を解決するためには，MSWが所
属する部署の凝集性を高める必要がある．この凝
集性を高める方法として「想いの共有」と「想い
をカタチにする」ことが考えられる．

（1）想いの共有
中堅期MSWは自身の専門性を高めたい想いと

部署の業務を改善し皆が働きやすい環境にしたい
想いがある．これらの想いを一人で抱え込むので
はなく，先ずは部署内で素直に語り合い，お互い
を認め合う場を定期的に開催することが必要であ
る．

この定期的に開催する際のポイントとして，人
の欲求段階説を提唱したアブラハム・ マズロー

（Abraham. H. Maslow）の考えが必要となってく
る．特に彼が提唱した5つの欲求段階説の「所属
と愛の欲求」と「承認の欲求」がこの想いの共有
の場では必要不可欠になってくる．その理由は，
我々は自己実現を目指すべく日々自身の成長や才
能や能力，可能性を使用及び開発しながら成長し
ようとしている．

例えば，マズロー11）は「所属と愛の欲求」のな
かで人は愛情によって成長と可能性を発達させる
とし，愛情がある「良い人間関係には，不安もな
く，また防御もないものである．したがって，ど
ちらか一方が，自分の弱さや欠点を発見させはし
ないか，と恐れたりすると，愛はただただ，そこ
なわれることになる」 と， 述べている． また，

「承認の欲求」でマズローは，人は二種類の欲求
を持っているとし，一つ目は自信や能力，達成，
自立等の自尊心の欲求と，二つ目は受容や注目，
名声，評価等の他者からの承認があるとした．

そして，マズロー12）は「十分な自己承認をもっ
ている人間は，より自信があり，有能で，生産的
である．ところが，この自己承認が不十分である
と，人間は劣等感や無力感を抱くことになる」と，
し中堅期MSWは自己実現を叶えるべく， この

「所属と愛の欲求」 と「承認の欲求」 を院外の
MSWや院内の多職種から得ていることから，先
ずはこの欲求を満たす手段を意識的に変えていか
なければならない．

この変えていく方法が部署内での定期的な語り
合いの場なのである．この語り合いの場では，「こ
の業務が大変だから何とかしてほしい」，「この仕
事は負担が大きいから担当者を代えてほしい」と
いった問題志向での話し合いではなく，「どんな
職場になればもっと働きやすくなるのか」，「理想
のMSWとは何か」といった未来志向で建設的な
語り合いをすることが重要である．未来志向で語
り合うためにも一人一人が愛情を持ってお互いを
尊重し共感及び受容の態度で接する必要がある．
これらの態度は日頃のクライエントの支援で取り
組んでおり，バイステックのケースワークの原則
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にもつながっているため，クライエントだけでは
なく同部署のMSWに対しても同様に意識して取
り組むことでお互いが安心して想いを共有できる
場をつくりあげていくことができるのではないか
考えられる．

（2）想いをカタチにする
想いを共有しただけでは話して終わるだけとな

り発展性がない．そのため，その想いを共有しな
がらお互いの共通点や新しい視点をみつけ「想い
をカタチにする」ことが必要である．一條ら13）も

「企業が真っ先に取り組むべきは，社員一人ひと
りに夢やビジョンを描かせることだ．そして，自
分の夢やビジョンをさらに高めながら実現するに
はどのようなプロセスや手法が必要なのか，どう
いう仲間が必要なのかを考え，議論するのである」
として，お互いの想いを共有しカタチにすること
で組織としての醸成が高まるとしている．また，
篠原14）は医療現場は「階層構造やセクショナリズ
ムなどの硬直的な組織形態のため，組織全体で知
的資産を活用して，医療・福祉サービスの価値を
高めようとする戦略に欠けている」 と， 医療の
チームマネジメントの指摘をしていることから，
同じ医療現場で働くMSWの専門性等を高めるた
めにも戦略的に想いを共有しカタチにすることが
重要である．

この想いをカタチにする方法では，最近医療・
福祉分野でも取り入れられているSWAT分析を
取り入れることも考えられる．SWAT分析とは
ハーバードビジネススクールで開発された企業内
部環境でもある「強み（Streng th）、 弱み

（Weakness）、 機会（Opportunity）、 脅威
（Threat）」の頭文字から名付けられた分析方法で
ある．しかし，SWAT分析等のようなツールを使
う場合はその知識や技術を学び活かせるようにし
なければその分析方法を十分に活かし難い．だか
らこそ，この「想いをカタチにする」方法を実践
する際にはMSWが日頃馴染みがある方法でなけ
れば，日々の多忙の中で実践することは難しい．
この日頃慣れている方法としては，例えば，お互
いの想いをホワイトボードやポストイット等に描
き可視化できる状態にしてメンバー間で共有する
方法がある．これらの可視化する方法はクライエ
ントの支援の中でエコマップ等のマッピング技法
を用いているため比較的MSWにとって取り組み
やすいものである．

次にマッピング技法を用いて可視化できたあと
は，MSW間で何を優先して達成すべきなのか，

達成するための方法やスケジュール等のゴールま
でのプロセスを考える．これも日頃のクライエン
ト支援でMSWはその場しのぎの支援ではなく，
クライエント中心に計画的に支援を行っているた
め，ゴールまでのプロセスやスケジュールも組み
立てやすい．その後は，実際に行動に移し，定期
的に想いを共有しながら評価していく．

評価を行う際に篠原14）は「ポジティブな変化を
活用しつつ，ネガティブな変化を最小限に抑える
ことである」としていることから，問題志向では
なく未来志向で，この一連の流れを継続的に行う
ことでMSW同士の凝集性が高まり，中堅期MSW
が抱えていた業務上の課題を緩和することができ
るのではないかと考えられる．

7．今後の課題
本研究によって急性期病院の中堅期MSWが抱

える業務上の課題は実質的な業務に関する課題よ
りもMSWとしての専門性を高め語り合える仲間
が欲しいと言う内面的な課題を抱え葛藤している
といった情緒面における具体的な課題を抽出する
ことができた．

しかし，今回は急性期病院の中堅期MSWのみ
対象にしていたため，回復期リハビリテーション
病院や療養型病院などで働く中堅期MSWも同様
の課題を抱えているかは明らかに出来ていない．
そのため，回復期リハビリテーション病院や療養
型病院の中堅期MSWも急性期病院の中堅期MSW
と同様の課題を抱えているのか，それとも異なる
課題を抱えているのかを病院機能別によって中堅
期MSWが抱える業務上の課題の共通点や相違点
を明らかにすることが必要である．その上でベテ
ラン期や新人期のMSWが中堅期MSWの課題を
どのように捉えているのか把握し，個人ではなく
組織としての改善策を検証する必要がある．

謝辞
本研究に快くご協力頂いた4名の中堅期MSW

の方と，KJ法の研究方法を御教授して下さった株
式会社エバーフィールド様には深く感謝申し上げ
ます．また，本研究は2019年度公益財団法人富山
県ひとづくり財団高等教育振興事業若手研究者育
成枠第3号助成金を受け研究を実施した．

文献
１） 財務省「日本の財政の状況」

https://www.mof.go.jp/zaisei/aging-
society/society-security.html.access. 2020 .8 .

急性期病院で働く医療ソーシャルワーカーが抱える業務上の課題に関する研究
～中堅期の医療ソーシャルワーカーからの視点～

39



２），６）杉山明伸・保正友子・楢木博之「医療
ソーシャルワーカーのストレスマネジメント
―やりがいをもって仕事をするために―」，中
央法規，2020，p34．

３） 厚生労働省「平成30年雇用動向調査結果の概
況」https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/
roudou/koyou/doukou/19 -2/dl/gaikyou.
pdf.access. 2020 .12 . 8 .

４），５）大松重宏「医療ソーシャルワーカーの
業務困難性調査指標開発の試み」，ソーシャ
ルワーク研究36－1，spring2010，p55，56．

７） 堀井和栄・ 久安あけみ・ 平尾容子・ ほか
（2003）「医療ソーシャルワーカーの『やりが
い』 に関する調査報告―一般科の医療ソー
シャルワーカーの場合―」『医療と福祉』
No.74　Vol. 36　No.1，47－53．

８） 真嶋智彦・山川敏久（2014）「医療ソーシャ
ルワーカーの離職意向の要因に関する研究―
東北地方のMSWを対象とした調査をもとに
―」『医療と福祉』No.95　Vol . 47　No.2，
43－52．

９） 保正友子「医療ソーシャルワーカーの成長へ
の道のり―実践能力変容過程に関する質的研
究」相川書房，2013，p6．

10） 川喜田次郎「続・発想法」中公新書，1970，
p9．

11），12）フランク・ゴーブル著・小口忠彦監修
「マズローの心理学」 産業能率大学出版部，
2007．p66，67．

13） 一條和生・徳岡晃一郎・野中郁次郎「MBB：
『思い』のマネジメント―知識創造経営の実
践フレームワーク―」東洋経済新報社，2013，
p46．

14） 篠原道子「多職種連携を高めるチームマネジ
メントの知識とスキル」 医学書院，2018，
p69．

15） 水澤都加佐「仕事で燃え尽きないために対人
援助のメンタルヘルスケア」， 大月書房，
2007．

16） 全国社会福祉協議会「―働きやすい職場をつ
くる―社会福祉法人・施設における人材マネ
ジメント」，株式会社川原経営総合センター，
2009．

17）杉浦貴子「文献により探索する医療ソーシャ
ルワーカーの『困難性』の実態」，ルーテル
学院研究紀要，No.40，2006．

18） 植田寿之「対人援助職の燃えつきを防ぐ―個
人・組織の専門性を高めるために―」創元社，

2010．
19） 植田寿之，「対人援助職の燃えつきを防ぐ―

発展編仲間で支え，高めあうために―」創元
社，2011，p76．

20） 福山和女，渡辺律子，小原眞知子，浅野正嗣，
佐原まち子，「保健・医療・福祉専門職のた
めのスーパービジョン―支援の質を高める手
法の理論と実際―」，ミネルヴァ書房，2018．

21） 平木典子，「心理臨床スーパーヴィジョン―
学派を超えた統合モデル―」， 金剛出版，
2012．

22） F・Pバイステック著， 尾崎新， 福田俊子，
原田和幸訳，「ケースワークの原則―援助関
係を形成する技法―」，誠信書房，2006．

23） 川喜田次郎，「発想法」中公新書，1967．
24） 川喜田次郎，「KJ法―混沌をして語らしめる

―」中央公論社，1986．
25） 川上憲人，「基礎からはじめる職場のメンタ

ルヘルス―事例で学ぶ考え方と実践ポイント
―」，大修館書店，2017．

26） Christopher S.Frings著，木村聡訳，「医療ス
タッフのためのセルフマネジメント―リー
ダーシップを成功させるための7つの鍵―」，
医歯薬出版株式会社，東京，2009．

27） 竹田伸也，「対人援助職に効くストレスマネ
ジメント―ちょっとしたコツでココロを軽く
する10のヒント―」，中央法規，2014．

28） 西川ハンナ，筒井澄栄，「社会福祉士志望の
社会福祉事業従事者の実態と期待」共栄学園
短期大学研究紀要第24号2008，73－83．

29） アルフレッド・ カデューシン， ダニエル・
ハークネス著，福山和女監修，「スーパービ
ジョンインソーシャルワーク第5版」，中央法
規，2016．

30）内閣府「第1章第1節1（2）将来推計人口で
みる50年後の日本」

（https://www8 .cao.go.jp/kourei/
whitepaper/w2012/zenbun/s1_1_1_02 .
html, 2019 .12 . 14 .access. 2020 .12 . 8 .）

共創福祉　第15巻　第2号　2020

40



A Study on the issues that Medical Social Workers in Acute care 
Hospitals have in business

~Perspectives from Mid-career Medical Social Workers~

Naoki NAKAMURA
Toyama College of Welfare Science 

Objectives
We clarified the structure of business issues faced by mid-career MSW in acute care hospitals.

Methods
Semi-structured interviews were conducted with 4 mid-career MSWs in acute care hospitals. The KJ 

method was used for the analysis of the study.
Results

As a result of the research, the top nameplate was able to extract 3 and 44 nameplates and original 
labels.

On the top nameplate, element 1 [longing for a workplace where we can talk and enhance each oth-
er’s expertise] and element 2 [a large proportion of individual play, not teams, cannot change business 
according to the times] was there. It was the support of MSW outside the hospital and multi-profes-
sionals in the hospital of element 3 [I want a companion who can save the busy days] that eased these 
two factors.
Conclusion

Out-of-hospital MSWs are not always there to support.
It is thought that the cohesiveness within the department can be enhanced by performing the work 

of "sharing thoughts" and "making thoughts into shape".

Keyword: Mid-career medical social worker, Business difficulties, Turnover
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ダウン症候群のある人との体験学習による認識の変化
－看護学生への倫理教育－

高田　亮子1），山﨑　智恵1），鈴木　晶子2）

1）富山福祉短期大学看護学科
2）東京工科大学医療保健学部
（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
看護師は小児、障がい者や高齢者など、社会的弱者の代弁者の役割期待を求められている。すなわち、

より職業倫理の視点をもった看護実践者が必要とされている。しかし、看護倫理の視点をもつための教育
の方法論が体系化されているとはいいがたい。今回、ダウン症候群のある人との段階的な接触体験を行い、
学生の前後の学びを言葉に起こし、コード化し、分類を行った。その結果、接触経験によって未知から生
まれた偏たよった見方に変化が起こり、さらに関わり方といった方法論にも気づくことができ、共生でき
る対象であるといった認識の変化になっていた。共同から協同につながる方法論を計画することが、障が
い者理解に、さらに倫理観の育成につながることが示唆された。

キーワード：倫理教育、看護学生、体験学習、ダウン症候群

1．はじめに
2011年、大学における看護系人材養成の在り方

に関する検討会における看護基礎教育の課題は、
看護実践能力の向上と高いコミュニケーション能
力とともに、医療人としての職業倫理と職業アイ
デンティティの醸成である1）。現在わが国は、超
高齢化社会における在宅療養の体制整備が進めら
れ、看護師は小児や障がい者、高齢者など、社会
的弱者の代弁者の役割期待を求められている。す
なわち、より職業倫理の視点をもった看護実践者
が必要とされている。それは、看護学生時代、ま
たそれ以前から培われなければならない。

しかしながら、鶴若らの看護倫理教育の実態調
査によると「生命倫理（学）（論）」を開講してい
る大学52％に対して「看護倫理（学）（論）」の開
講大学は42％であり、両科目を開講している大学
は20％であった。 また、「看護倫理（学）（論）」
内容構成は、トピックスや生命倫理総論が多く1
年次に開講されることは少なかった2）。和泉らも
看護倫理に関する考察が生命倫理にすりかわり、
生命倫理の課題に制約されていることを指摘して
おり3）、看護倫理の視点をもつための教育の方法
論が体系化されているとはいいがたい。看護の対
象理解は、看護を学ぶ上での最も重要な基盤とな
る。健康障害や老化に伴う機能の低下であっても、
その状態を心と身体をもち社会活動を行う存在で
ある人間として真に理解することは、社会経験も

少ない学生にとっては難しい課題である。さらに、
対象のもつ権利を意識した理解の視点をもつこと
はさらに困難である。しかし、この権利をもつ人
間理解ができれば、その人の健康問題を判断する
こと、ともに健康問題を解決するときの指針を与
えてくれることにつながる。そのため、対象理解
を段階的に学ばせられる教育方法の開発が必要と
される。特に今回は、対象のもつ権利に焦点をあ
てて教育方法の方向性を見出したいと考えた。

倫理的課題として差別や偏見がある。池上は、
差別や偏見研究のこれまでの変遷と新たな展開に
ついての文献レビューとして、差別や偏見に基づ
く思考は、人間が環境への適応のために獲得した
正常な心理機能に根ざしていることが明らかに
なっており、その機能は我々の意識を越えた形で
働くために、その統制は困難であり、伝統的接触
仮説を発展させた研究と潜在認知の変容可能性か
ら新しい方向性を発見する重要性が指摘されてい
る4）と述べている。しかし米倉は知的障がい者に
関する文献レビューにおいて、統合教育や交流教
育などの知的障がい者との接触経験が知的障がい
者への態度の変化に影響するが、単なる接触や知
識の伝達ではなく、情緒的な内容や意見交換の設
定の重要性を明らかにしている5）。中村は、「障が
い理解の視点」に必要なのは、障がいを伴う人が
実際の生活場面で障がいが身体的、精神的、社会
的側面において障がいとして問題でなくなるよう
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な「知見」と「かかわり」が必要なのであると述
べている。これは、前提として障がい者が生活場
面に存在するインクルーシブ教育の推進、 福祉
サービスの充実の必要性があってのことであると
言及している6）。

そこで、今回、フィールドワークを手法として、
地域を知り、地域を担う人材育成を目的とした科
目を看護基礎教育の1年生に行った。題材として、

「ダウン症候群をもつ人とのテーブルマナー講座
（以下マナー講座とする）」を企画し、1単位30時
間で、直接接触4コマ計8時間を、1年生6名が体
験した。この中で、前後の学生の認識の変化を把
握するため、内容をコード化し、小項目、中項目、
大項目に分類した。その結果、接触経験によって、
ダウン症という知識をもたなかったことから生ま
れた一方向の見方に変化が起こり、さらに関わり
方といった方法論にも気づくことができ、共生で
きる対象であるといった認識の変化になっていた。

このことから、今回の体験型学習授業の学生の
学びの効果を、接触体験と学生のダウン症のある
人に対する認識の変化の視点から明らかにし、今
後の看護基礎教育における倫理教育方法への示唆
を得ることを目的として、本研究に取り組むこと
にした。

2．目的
ダウン症候群のある人とのテーブルマナー講座

（以下マナー講座とする）の体験型学習方法によ
る認識の変化を明らかにする。

3．研究方法
3．1　用語の操作的定義
1）看護倫理

倫理の考え方を看護の分野に応用した応用倫理
の一つである7）。看護倫理と、人間の尊厳と生命
の尊重という倫理的な大原則に照らし、ケアを実
践する中で、患者の人権を擁護すること、また、
看護師として倫理的問題に対する判断や論拠を探
究することである。
2）イメージ

記憶をもとに再現される類知覚的体験としての
心的イメージのことをいう。

3．2　研究対象
本研究に同意を得たマナー講座に参加した看護

短期大学1年生　6名（19歳、女子学生）

3．3　調査期間
平成30年9月6日～平成30年12月13日

3．4　調査内容
ダウン症候群のある人に対する身体・心理・社

会的側面からイメージしたことを、キーワードに
し記述する。

3．5　調査方法及び分析方法
講義前後の時間内に、KJ法についての説明を行

い、 ワードを付箋に各自で記入し分類・ 確認を
行ったものを使用した。（今回の授業のまとめで
学生が実施した。学生が各自KJ法で記述したワー
ド）を、研究者2名で精査した。その後、研究者
3名で再精査を行った。

KJ法の手順
第一段階　 講義受講前と後に、ダウン症候群の

ある人に対するイメージをキーワー
ド記述してもらう。

第二段階　 1枚ずつ熟読し（ラベル拡げ） し、
意味内容の近いラベルを2～5枚ず
つ集め（ラベル集め）、それらを比
較し類似概念を示すものを拾い、
上った中核的なイメージを表札とし
て記述（表札つくり） する作業を
行った。

第三段階　 第二段階で作成した表札とその時に
いずれの島（グループ）にも統合さ
れず残った元ラベルを拡げ、意味内
容が近い表札・ラベルを熟読し、意
味内容の近い表札・ラベルを集め統
合し、さらに抽象度の高い表札作り
を行った。

3．6　対象
本研究に同意を得たマナー講座に参加した看護

短期大学1年生6名（19歳、女子学生）6名のうち
1名のみが、保育園時代に教室に1名ダウン症候
群のある人がいたと記憶していたのみであり、そ
の他5名の学生は、これまでの学生生活の中でも、
生活歴の中でも、ダウン症候群のある人との接触
はなかった。

3．7　方法
マナー講座前後の看護短期大学の1年生6名の

認識をワードで記入し、KJ法を用いて、カテゴ
リー化を行った。
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4．倫理的配慮
調査対象の学生には、講義前に調査の趣旨、協

力の任意性、匿名性の保持を口頭にて説明し、研
究への同意は、同意書の返信にて得た。また、研
究者の所属する研究倫理審査委員会の承認を得た。
今回の研究参加において不利とならないように説
明を行った。 つまり、 科目評価は、 フィールド
ワークを行うにあたり、情意領域を主とし、それ
に伴った精神運動領域を評価視点とすることを説
明した。当初はテーマが学生にとってはダウン症
候群という知識のない未知の領域であり、未知に
対する警戒心が強くみられたが、障がい者とのふ
れあいの機会を追うごとに身体的にも心理的にも
距離が近くなっていっていた。そういう点を科目
評価の視点とした。

科目終了後評価終了した時点で、授業で行った
KJ法のワードについて、学びと方法論を検証し、
教育方法の開発に用いることを口頭で説明した。

5．結果
5．1　体験学習の経過

1回目　 学生によるダウン症候群に関する調べ
学習

2回目　 テキスト、文献検索、出生前診断につ
いてのドキュメンタリー視聴

3回目　 Aダウン症協会支部長講義
①ダウン症協会の紹介
②ダウン症候群に関する講義

4回目　 ダウン症候群のある人と学生の顔合わ
せ
①自己紹介
②ゲームの実際

・ 絵合わせゲーム（野菜や果物の黒
い影絵と実際の睿を使用した）

・ 野菜や果物のカードを使用した神
経衰弱ゲーム

5回目　テーブルマナーの演習
①コートの取り扱い
②お辞儀の仕方
③ナフキンのたたみ方

6回目　 テーブルマナーの体験 
シェフによるコース料理を楽しむ
①ナフキンのたたみ方
②ナイフ、フォークの並べ方、使い方
③お辞儀の仕方・座り方のマナー
④ 食事の食べ方（ス―プの飲み方、お

肉料理の食べ方）
歌の会

5．2　体験学習の実際と結果
前後のワード数は、体験前が50個、体験後が85

個であり、体験後では1.6倍であった。また、前
では、 ほとんどがネガティブな表現であり、 違
い・こわいや、差別といった内容も含まれていた。
しかし、体験後では、ネガティブな表現は、「覚
えが悪い」の1つであり、体験を言語表現する視
点が、対象の特性に言及しているものが多く、接
し方や共生という対象理解にとどまらず幅広い言
語表現になっていた。

また、一段階では、体験前後とも身体的特徴や
行動があり、体験前では身体的特徴と行動の後に、
わからない、 治らない病気などから偏見につな
がっていた。しかし、体験後では、同じく身体的
特徴と行動の後には、感情と楽しみが、さらに性
格まで言及し、接し方の記述があった。また、仕
事や趣味、家族周囲のサポートや関係性の深さも
あり、共にいることで楽しみという感情へと変化
していた。

5．3　体験学習による学生の状況
当初、学生はフィールドワークのテーマを提示

した際、興味関心がもちにくい反応を示していた。
しかし、その後の「ダウン症候群」の文献検索

やダウン症事務局長からの定義や原因、症状特に
筋萎縮による形態変化や行動の特性、社会的活動
の実態等の具体的な状況を身近に聴いた。

次に、1回目のマッチングで、 学生1名とダウ
ン症候群のある人1名がペアになり、 ゲームを
行った。初めに、互いの自己紹介を行った。名前
を言える人や羞恥心から言えない人など様々な反
応があった。ダウン症候群のある人の中で、仲間
の自己紹介を助けている人もいた。その後、ゲー
ムは、絵合わせを主としたものを実施した。ダウ
ン症候群のある人も、得手不得手があり、反応時
間もさまざまであり、時間をかければ、きちんと
回答できていた。

2回目のマッチングでは、テーブルマナーの演
習を行った。入室時のマナーでは、10月下旬の小
雨の降る寒い日でもあり、ほとんどコートを着用
していた。そのため、マナーの一つであるコート
を脱ぐタイミングについて、イメージがしやすく、
行動も実践できていた。お辞儀では、上体を曲げ
る深さがつかめず（筋肉の固縮のため）深すぎた
り、浅すぎたりするひとがいた。ナフキンのたた
み方では、ゆっくりやればうまくたためていた。

（事前に、 学生が3種類のナフキンのたたみ方が
あったが、簡単なバラの作成としていた）
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3回目のマッチングでは、テーブルマナー講座
として、コース料理をマッチングした相手と共に
並び、食事をした。ダウン症候群のある人の中に
は、楽しそうに自由に動き回る人もいた。椅子に
座るときには、左から座るや立つが基本であるが、
できないことが多かった。（参加した健常者でも
みられることではあった）。お辞儀は実際のマナー
の時にも深く上体を下げ、段階的なお辞儀はでき
なかった。コース料理の、最初に提供されるスー
プでは、スプーンの扱い方がうまくできず、皿に
直接口をつけて飲むことがあった。そんなときに
は、学生はダウン症候群のある人の顔を覗き込む
ようにしながら、飲み方について話したり、皿を
もってあげたりと、近距離での接触行動をとって
いた。学生の表情はさまざまではあったが、各学
生の当初の反応と比較すると表情が明らかに柔ら
かくなっていた。

また、コース料理の次の企画では、「歌の会」が
実施され、となりのトトロ、秋の歌メドレーを鑑
賞した。その中で「嵐」の曲がうたわれた。その
時にダウン症候群のある人のうちの一人が号泣し
た。

6．考察
マナー講座をともにした体験学習の実際では、

体験前にまず事前学習を各自で行った。次に、ダ
ウン症協会の事務局長からの「ダウン症候群につ
いて」の講演を聞き、理解を深めた。第一回の体
験学習では、自己紹介を行った後、ペアリングを
するため、動物のくじを引き、チーム編成をした。
その後、マナークイズとして、座り方やお辞儀の
仕方、スープの飲み方を、言葉での説明を主に学
生が行った。ダウン症のある人たちの反応はほと
んどなく、途中、学生が演技を交えて行ったが、
それでも言葉や態度での反応はほとんどみられな
かった。次に行った果物の影絵合わせでは、イチ
ゴをトマトと言ったり、ナスを大根といったり、
誤用がみられたことで、ダウン症候群のある人た
ちの認知の仕方の傾向に気づける体験となった。
また、テーブルマナーの演習では、学生とダウン
症のある人との2人のペアとなり、ナフキンを作
る作業やお辞儀の角度や椅子の座り方を共に行っ
た。その際、身体接触も多くみられた。最後の交
流では、食事をともにし、スープの飲み方や肉料
理の切り方でも手を添えたりと、ダウン症候群の
ある人と食事動作時に手に触れることを体験して
いた。

そこで、今回の体験学習を、山内8）の研究にあ

る障害者に対する態度を好意的に変容させる要因
の 1）障害者を理解する学習や観察 2）継続接触
における接触頻度及び接触時の相互作用や内容 3）
接触の計画性 4） 協同事態での接触の4つから、
今回の企画内容と照合する。1）の障害者を理解
する学習や観察については、事前学習は行っては
いたが、ネット情報が主であり、受け身の調べ学
習で、言葉ひとつひとつの知識が認知領域の一段
階にとどまっていた。しかし、Aダウン症協会の
事務局長の講義で、ダウン症候群の発生から具体
的な身体の構造特性を身体的特徴や活動レベルや
就学や就業に関する社会的な状況についての知識
を得て、第一段階から第二段階へと知識が深まっ
ていたと思われる。2）の継続接触における接触
頻度及び接触時の相互作用や内容では、調べ学習
や講義を受けた後の次の段階で、ペアリングでの
マナー行為を共に習得することを目的とした企画
を行い、マナー講座を行う際は、学生が主体とな
り、どうやったら交流が深まるか毎回振り返りを
したり、 検討を重ね、 プログラムの企画運営を
行った。その結果、ダウン症候群のある人と近距
離で接触する体験につながっていた。その実践で
は、ダウン症候群のある人と近距離で接触しとも
に、互いにテーブルマナーを意識して、コース料
理を食していた。また、歓談しながら食事を体験
していた。徐々に、体験学習における接触の距離
が近くなり、触れ合う体験になり、相互作用がも
てる体験となっていたと考えられる。さらに山内
は接触についても、1）接触の対人性 2）接触の直
接性 3）影響の相互性 4）接触時の報酬性 5）接
触当事者間の対等性をあげ、中でも協同事態の接
触の重要性を述べている。今回の状況と照合する
と、力と心を合わせた楽しい食事が行え、特に心
の通い合う協同作業につながっていったと考えら
れる。KJ法の結果にもあるように、接触は、初回
以降、間接接触から直接接触へ、そして最終のペ
アを組んで一緒にコース料理を食するという接触
の対人性と直接性、さらに距離の近さといった相
互性の強さとなっていったと考えられる。

体験学習前では身体的特徴の記述が、ほとんど
で「肥満」、「同じ顔」、「小さい」といった感覚的
印象表現であったものが、体験後では、「顔では
似ている」とあるが、体型では「やせている人も
いる」と認識の変化につながっている。また、不
器用であることを、「ナイフの切り方が難しそう」、

「細かい作業が苦手」といった具体的な行動の表
現に変化していた。また、心理的特性については、

「明るく活発である」 ととらえ、「コミュニケー
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表2　看護学生のダウン症に対するイメージ（交流後）

表1　看護学生のダウン症に対するイメージ（交流前）
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目 

ダウン症って何

か 

わからない どんな病気（２） 

どんな症状 

ダウン症とは 

ダウン症って、何それ？ 

名前は聞いたことがある 

ダウン症

の身体的

特徴 

肥満 肥満の人が多い 

太っている 

動きづらい 運動が苦手 

歩けるの？ 

生活 どうやって生活しているのか 

生活できるの？ 

どんな暮らし 

小さい 小さい 

背が低い 

身体が小さい 

治らない病気 治療できな

い病気 

先天的な病気 治らない病気 

染色体の病気 重い病気 

顔 似ている みんな同じ顔 

顔が特徴的 

治らない 
治るの？ 

ダウン症

児の行動

と感情 

行動 思いもよらない行動をいきなり

しだす 何をするかわからない 

うるさい 奇抜っぽそう 

どうやったら治る？ 感情 感情のコントロールができない 

原因がわからない 偏見 こわい こわい（３） 怖そう 

差別 差別されている 

違い 普通じゃない 変 

大項目 中項目 大項目 中項目

感性 感受性が豊か

一人ひとりの性格が違う
個性豊か
笑顔に楽しい感情が出ていて素敵だった
自分の意思を貫く
自由
マイペース

受容的 優しい
優しい人ばかり

真面目 誠実

大人よりも礼儀正しい

自分たちを受
け入れてくれ
ていた

個性 いろんな子がいる

おとなしい子もいる
関わり方 教えながら何でもできる

簡単な言葉を使った

文字を理解するのに時間がかかる

ゆっくりと教えたらわかってもらえた
皆同じ 他の子と変わらない

意外と普通の人
覚えが悪い

趣味 音楽が好き

アイドルが好き
趣味が多い

仕事 給料が安い
お金をもらっている
仕事をしている

家族との仲 両親と仲良し

家族も笑顔
関係が深い 協会内の絆が強い

親がサポートしている
家族のサポートが大事

共に楽しむ 何をしても楽しそうな感じ
楽しそう
何でも楽しんでいる
周りを楽しませてくれようとしている
積極的に行動する
距離が近い

共にいる 話をしていると楽しい
一緒に楽しむ

小項目

性格

思うまま

何事も一生懸命

自分でできることは自分でする
パンをかじっていた
ヒトと食べるペースを合わせられない
スープの皿を持って飲んでいた
一生懸命しているからかわいい
一生懸命やっていた

仕事・趣
味・生活

家族・周
囲のサ
ポート

共生

表情筋がゆるい

活発
元気（２）
元気だった

ポジティブ
明るい（２）
楽観的
楽しいじゃん

感情と楽しみ

自分から話す

一生懸命話そうとしてくれる

コミュニケーション力が高い
話が合う
自分のことをよく話してくれる
自己表現が上手

積極的に話す

話す
よくしゃべる
おしゃべり
話しやすい

いつも笑顔

にこにこしている
よく笑う

笑顔

動作

動きが大きい

動きは割と速い

人とのか
かわり方

ナフキンを折るのがとても上手だった
 手伝うとうまくできた

細かい作業が苦手
不器用
声が大きい

走り出す

身振り手振りが多い

動き回る

突然な行動
突然声を発したり、動き出したりした

奇抜だった

小項目

身体の特徴

顔 みんな似た顔(特に女子)

顔が似ている
体型   やせている人もいる

肥満

不器用 ナイフの切り方が難しそうだった
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ション力が高い」や、「自己表現が上手」という
具体性をもった認識につながっていた。

有田のダウン症候群のよりよい養育環境を検討
する会の活動をともにした成育プログラムの企画
運営における看護学生の接触体験での変化につい
て、ダウン症候群のある人に触れあってイメージ
が違った、イメージが変化していることに気づく
や（ダウン症候群のある人）違いが結構あるので

〈中略〉楽しさもありました等の語りから、個別
性に気づくという体験をしていたとある9）。今回
の体験学習でも同様であった。しかし、今回の体
験学習では、表2から、身体の動きや感情の多様
さ、個々の性格の違い、趣味が多い、何事も一生
懸命といった内容があり、関わり方や楽しさまで、
学べていたことがあり、イメージの変化だけでな
く細部の理解に結び付いた体験子学習となってい
たと考えられた。

ダウン症候群における精神発達は、岡崎による
とダウン症候群は、加齢によってDQ（発達指数）
の低下が認められることや知的発達が感覚運動的
知能の段階に長くとどまることであると述べてい
る。また、丹羽他（1980）手指操作や感覚知覚の
通過率が高い一方、対象永続性や問題解決など手
段－目的関係の把握に関する項目の通過率が悪い
との報告から、高次の認知機能を要しない探索や
操作においてはダウン症候群においても比較的順
調に発達するといえると述べている。このように、
感覚や知覚の発達初期にみられる発達は健常児と
は変わらないことを示しており、その後の認知発
達の遅滞の問題にかかることがらであるとも述べ
ている10）。これはピアジェの認知発達理論の感覚
運動期から具体的操作期への移行の困難さを指摘
していると考えられる。知的操作は思考への変換
によってなされるものである。具体的操作を通し
て、子どもはさまざまな対象に対応できる行為を
認識するようになり、知的に行うことができるよ
うになる。様々な行為は、予測をもとに行われる
が、ダウン症候群の発達の遅滞はここでの課題達
成がスムーズに進まないことが特徴である。その
ため、マナー講座といった複雑な課題への円滑な
適応はできにくかった。そういったことが顕著に
出たのが、マナー演習や実際の会食経験での体験
にみられた。しかし、その体験学習を通しての認
識を学生の記述からみると、改定版タキソノミー
の中の「創造」に位置づくものであり、その中で
学生が考えを生み出し、ダウン症候群のある人た
ちの具体的操作期の課題達成に向けての関わりの
方法を、その都度発見しかかわりにつなげられた

と推測できる。
それは、「いろんな人がいる」、「簡単な言葉を

使いゆっくりと教えたらわかってもらえた」とい
う記述から、教えながら何でもできる存在として
認識し、関わり方の発見につながっていた。「他
の子と変わらない」、「意外と普通」という偏見の
払拭にもなっていた。「周りを楽しませてくれよ
うとしている」や「話をしている」と「楽しいや
一緒に楽しむ」と共生できる存在であるという概
念の広がりにもなっていた。

接触体験は、米倉が、単なる接触や知識の伝達
ではなく、情緒的な内容を含めたり、ディスカッ
ションしたりといった工夫が必要であると述べて
いる5）。今回の体験学習では、認知領域において
は、 創造レベルへとつながる変化に、 それはマ
ナー講座においてともにマナーのナフキン作成や
お辞儀の練習などの精神運動（身体の動き）領域
を同時に刺激する企画がで、認知領域の変化につ
ながったと考えられる。

今後の教育方法として、共同から協同につなが
る方法論となりうる種々の体験をともにすること
や接触を多くすることは、障がい者理解や倫理観
の育成につながることが示唆された。

7．結論
1． 体験学習におけるダウン症のある人とのかか

わり前後のワードは、前は50、後は85と前の
1.6倍に増えた。

2． 体験学習前では、ネガティブなワードであっ
たが、体験後では、1つのみがネガティブで、
他はポジティブに変化していた。

3． 体験学習後のワードは、接触体験前に漠然と
した認識からどう関わったらよいかわからず、
こわさにつながっていたものが、マナー講座
を段階的に企画し、体験をもったことで、特
に身体的特徴や感情・行動から得られた新し
い事実から、対象の理解につながり、関わり
方の具体的な方法にまで、認識が広がってい
た。

4． 学生が、マナー講座を企画・運営することで、
毎回の関わりを振り返り、学生自ら、接触す
る際の関わりや人として気持ちよく接するた
めに迎い入れる工夫を行い、思いやりの気持
ちを表現する姿勢がみられた。
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Changes in nurses’ recognition of the needs of persons with down’s 
syndrome through experiential learning
-Ethics education for nursing students-

Ryoko TANAKA1）, Chie YAMAZAKI1）, Akiko SUZUKI2）

1) Toyama College of Welfare Science
2) Tokyo University of Technology

Abstract
Nurses are expected to play a role in advocating for socially vulnerable people such as children, per-

sons with disability, and old adults. In other words, nurses should possess the necessary professional 
skills and competencies, including knowledge of professional ethics. However, it is unclear whether any 
methodology for educating nurses to develop a professional nursing ethics perspective has been sys-
tematized as yet. In this study, nursing student participants volunteered to have an in-depth contact 
experience with people suffering from Down’s syndrome and to describe what they had learned from 
the contact experience. Subsequently, the students’ descriptions were coded and classified. As a result 
of the nurses’ contact experience, certain prejudicial attitudes due to a lack of knowledge and under-
standing about people with Down’s syndrome, were changed. They were also able to determine a 
method of managing the unique needs of this disability group, and further recognized that they could 
live together with these persons with disability. The planning of an educational methodology which 
combines cooperation and collaboration was suggested to achieve a better understanding of persons 
with disability and to cultivate professional ethics.

Keywords: Ethics education, nursing student, experiential learning, Down’s syndrome
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保育士養成課程の施設実習事前指導における
アクティブラーニング型授業の学習効果の検証

藤井　徳子1），宮越　浩子1），三宅　可倫2）

1）富山福祉短期大学幼児教育学科
2）富山森のこども園

（2021.1.6受稿，2021.3.25受理）

要旨
保育士資格の取得のために必要な保育実習のうち、施設実習（保育所以外の児童福祉施設等での実習）

に関しては、保育所での保育実習に比べて学生の意識が低いことや、実習施設の種類が多く施設において
求められる専門性の多様化もあり、その実習指導には難しさがある。そこで、学生の施設実習に対する関
心意欲の向上や、実習不安の軽減を図るため、事前指導にワールドカフェやポスターツアーなどのアク
ティブラーニングの手法を取り入れて実施し、施設実習を終えた学生へのアンケートからその効果を検証
した。調査の結果、アクティブラーニングを実施したグループは、グループ学習によってクラスメートか
ら刺激を受けるとともに、話し合う力や発表する力がつき、その結果、施設実習に自信を持って臨めたこ
とが明らかとなり、アクティブラーニングの手法による双方向・多方向型の対話による学び合いが、授業
によい雰囲気を醸成し、主体的な学習態度や自己効力感などの向上を生み出すという効果が認められた。

キーワード：施設実習、保育実習指導、アクティブラーニング

1．研究の背景と目的
1．1　施設実習指導における課題

保育士養成校で保育士資格を取得するためには、
「保育実習Ⅰ－①」（保育所実習）、「保育実習Ⅰ－
②」（保育所以外の児童福祉施設等での実習）、「保
育実習Ⅱ」（保育所実習） または「保育実習Ⅲ」

（保育所以外の児童福祉施設等での実習）という3
回の保育実習が必要である（以下、保育所以外の
児童福祉施設等での実習は「施設実習」）。保育所
以外の児童福祉施設等には、児童養護施設、乳児
院、母子生活支援施設など社会的養護の領域にあ
る施設（以下、養護系施設）と、知的障害者入所
施設や身体障害児施設など障害児者福祉の領域に
ある施設（以下、障害系施設）がある。本学では
1年次の11月に保育実習（10日間）、2月に教育実
習（10日間）を行い、2年次の6月に施設実習と
いうスケジュールになっている。

保育実習の中でも、保育所実習は、各養成校に
おいてより効果的な実習ができるように事前指導
にもさまざまな工夫がなされ取り組まれているが、
施設実習に関しては、養成校や学生の意識が低く
なりがちである。というのも、保育士養成校への
進学を希望する高校生の多くは、「子どもが好き」

「やりがい」「自分に向いている」「お世話になっ
た先生の影響」「子どもの頃の夢」「保育所や認定

こども園で働きたい」という動機で入学しており、
「保育士＝保育所で働く保育士」であり、保育士
は小さい子どもへの支援に特化した専門職である
と考えている1）。また高校生にとって、保育所や
認定こども園以外の福祉施設との接点や、そのよ
うな施設で働く保育士が身近にいなければ、関心
を持ったり、その仕事に就くことを想像したりす
ることは難しいことであろう。他大学における保
育士養成課程での調査・研究でも、学生の第一希
望の職種は保育所や幼稚園、こども園と考えられ、
入学時から施設への希望を持っている学生はわず
かであり、大半の学生は施設への就職は考えてい
ないと指摘している2）。また、保育士資格取得要
件についても、「（保育所の）保育士になるために、
施設での実習が必要だとは知らなかったという声
も毎年聞かれる。」3）「『なぜ、保育士になるのに
施設へ実習に行かなくてはならないのか』『施設
実習の意味が分からない』『施設には行きたくな
い』などの否定的な感情を含む意見が多く聞かれ
る現状」4）があり、本学の学生たちからも同様の
声を聞く。このように、大半の学生にとって施設
そのものや施設にいる利用児・者は未知の世界の
ことであり、施設実習に対してあまり関心を持つ
こともなかったため、利用者との関わりに関する
不安、施設によっては宿泊を伴うことへの不安な
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ど、知らないことが多いがゆえに、1年次に保育
所実習や幼稚園実習を経験していても、施設実習
特有の不安を抱えているのである。一方で、養成
校の実習指導の取り扱いについても、施設実習よ
りも保育所実習に関する指導に偏重しているよう
に感じる。それは、養護系や障害系福祉施設の種
類が多いことや施設の現場において求められる専
門性の多様化もあり、養成校での実習指導では対

応しきれない難しさがあるといえる。

1．2　学内実習の経緯と内容
このような位置づけにある施設実習が、2020年

度は新型コロナウイルス感染症の影響で当初予定
していた6月に実施できなくなった。幸いその後
県内の感染状況が少し落ち着いてきたので、施設
側の理解・協力を得て、実習期間を通常の10日間

A.児童養護グループ B.障がい児グループ C.障がい者グループ

１コマ目

実習施設の目的や社会の中での役
割、法的根拠など実習先の概要に
ついて学ぶ

2コマ目

入所児童各年齢について、学校生
活、興味、友人関係などの観点か
ら、分担を決めて調べてまとめる

3コマ目
発表と担当以外の内容共有、ディス
カッション

ポスターツアー と振り返り 発表

A.児童養護グループ B.障がい児グループ C.障がい者グループ

１コマ目

実習目標（５日間分）の明確化 障害者支援施設の実際の状況などを
動画（YouTube）視聴
「さわやかワーク中央　障害者支援施
設での仕事ぶり」
「自立支援法　障害者の叫び」
「障害者就労移行支援　作業の様子」

2コマ目

DVD「発達障害をもつ母親たち①
②」視聴およびグループディスカッ
ション

DVD「働く場と生活の場」視聴および
グループディスカッション

3コマ目

発表と担当以外の内容共有、ディス
カッション

自分の実習施設について調べ、
Googleスライドの作成と情報共有

自分の実習施設について事前訪問時
に分かったこと、インターネット等を
使って調べたことをまとめる

A.児童養護グループ B.障がい児グループ C.障がい者グループ

１コマ目
施設職員による特別講義① 各個人の施設での実習における目標

を明確化する

2コマ目

DVD「保育のひだまり①」視聴

利用児を取り巻く環境や内面の理
解について、グループに分かれ、担
当するテーマについてポスターの作
成

先輩の指導案のもとに担当実習案の
検討
実習先の利用者の実態を想定しなが
ら、グループごとに担当実習案をつく
る①

3コマ目

発表と担当以外の内容共有、ディス
カッション。

ポスターツアー と振り返り ・実習先の利用者の実態を想定しな
がら、グループごとに担当実習案をつ
くる②（模造紙に記入）及び、準備。
（各グループ別）

第第３３日日目目　　7月月29日日（（水水））

児童養護施設に入所する子どもた
ちの行動傾向に関する文献を読
み、入所児童の内面や、保育者とし
てのかかわり方について、分担を決
めて考察する

2020年年度度　　保保育育実実習習ⅠⅠ－－②②学学内内実実習習シシララババスス 7月月27日日（（月月））～～7月月31日日（（金金））

第第１１日日目目　　7月月27日日（（月月））

DVD「三法令と障害のある子どもの
教育・保育」の視聴

実習施設の目的や社会の中での役
割などについて、グループに分か
れ、担当するテーマについてポス
ターの作成（２〜３人×５グループ）

実習施設の目的や社会の中での役
割などについて、グループに分かれ、
ポスター作成

第第２２日日目目　　7月月28日日（（火火））

児童養護施設職員による実践記録
を読み、入所児童の内面や、保育
者としてのかかわり方について、分
担を決めて考察する

表１　2020年度保育実習Ⅰー②学内実習シラバス
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から5日間に短縮し8月3日～7日に実施し、残り
の5日分は、施設実習前の7月27日～31日に学内
実習という形で実施することになった。そこで急
遽幼児教育学科の専任教員6名が、必ずしも専門
領域と施設実習の内容が重なっているわけではな
かったが、分担して担当することになった。具体
的には、2年生の施設実習履修生48名が実習配属
施設の種別ごとに、児童養護施設系グループ（以
下Aグループ、学生6名、教員1名）、障害児施設
系グループ（以下Bグループ、学生12名、教員2
名）、障害者施設系グループ（以下Cグループ、学
生30名、教員3名）と3グループに分かれて実習
を実施した。実習配属の調整については、実習受
け入れ可能な施設数が限定されているため学生が
希望する種別や施設を選択する余地はなく、学科
教員が学生の住所や適性を考慮して決めている。
このような現状も、学生の関心意欲を低減させた
り、不安感を抱かせたりしてしまう要因になって
いると考える。

学内実習のシラバスについて、大まかな内容は
全グループ共通だが、実習内容の組み立てや実習
方法については各グループの担当教員が自由にデ

ザインすることとなった。シラバスは表1の通り
である。

学内実習までに学生はすでに13コマの施設実習
事前指導を受講しており、施設実習の概要や目的、
施設の種別や自分の実習配属施設やその利用児な
どについて調べ学習を行ってきていた。また学内
実習直前に配属施設への事前訪問も行っていると
いう状況あった。

そこでBグループでは、①さらなる情報を一方
的受動的に受け取るといった時間はできるだけ少

A.児童養護グループ B.障がい児グループ C.障がい者グループ

１コマ目
施設職員による特別講義② 部分実習のロールプレイング

（各グループ別）

2コマ目

DVD「保育のひだまり②」視聴

グループごとに事例検討を行い、ポ
スター作成（２～３人X５グループ）

ロールプレイング振り返り
部分実習案の修正

3コマ目

発表と担当以外の内容共有、ディス
カッション

ポスターツアー と振り返り 他担当教員のグループへ部分実習
の活動ポイントの説明（ポスターツ
アー形式）

A.児童養護グループ B.障がい児グループ C.障がい者グループ

１コマ目

施設職員に聞く
・施設実習に向けての心構え
・学生からの質問に答える

施設実習（後半にむけて）の目標の
明確化

施設実習で行う「自己紹介」相互演
習

学内実習を振り返り、施設職員の方
への質問を考える

2コマ目

児童養護施設職員による特別講義
（事例検討）

施設職員による特別講義③
・施設実習に向けての心構え
・職場での事例と、その対応
・学生からの質問に答える

施設職員による特別講義
・施設実習に向けての心構え
・職場での事例と、その対応
・学生からの質問に答える

3コマ目

児童養護施設職員による特別講義
（事例検討）

「えんたくんワールドカフェ」による学
内実習振り返り

学内実習を踏まえて、再度施設実習
の目標を確認する

第第４４日日目目　　7月月30日日（（木木））

児童養護施設職員による実践記録
を読み、入所児童の内面や、保育
者としてのかかわり方について、分
担を決めて考察する

第第５５日日目目　　7月月31日日（（金金））

表１つづき　2020年度保育実習Ⅰー②学内実習シラバス

図１　ポスターツアーの様子
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なくし、 ポスターツアー（図1） や、「えんたく
ん」 というファシリテーションツールを用いた
ワールドカフェ（図2）などの手法を組み入れて
多方向型で対話型の学び合いを重ねること、②学
内実習のうち、施設で勤務する卒業生や職員の方
に依頼する講義（3コマ）も、具体的な体験を入
れた参加型授業（図3）にしていただくこととし、
学生が主体的に学内実習に参加し施設についての
理解を深めると同時に、「主体的な学び方」を学
ぶことで、 自分や仲間の成長を実感し、 自信を
持ってその後に続く施設実習に臨めることをねら
いとして5日間の実習をデザインした。

今回の学内実習は、前述のように、施設実習の
直前に学科専任教員が学内で実施したものであり、
従来の実習事前指導と学内実習との明確な違いや
条件等については、今後の検討課題とする。

1．3　�アクティブラーニングを活用した実習指
導に関する先行研究

近年、 保育士養成校においても、 アクティブ
ラーニングの手法を保育実習指導に取り入れると
ともに、その効果を検証する研究が蓄積されつつ
ある。音山他5）によると、実習の事後指導に対話

的アプローチとしてワールドカフェを実施し、実
施前後の保育者効力感と保育者適正感の変化を分
析した結果、実施後には保育者効力感が高まり、
より強く「保育の仕事に向いている」と感じ、感
情状態にもポジティブな変化が示されたとある。
また和田他6）では、ワールドカフェ実施後には、
他者との対話によって省察が深められ、「気づき」
が促されることや、集団の雰囲気についても、学
生がこれまでに経験したグループワークよりもポ
ジティブな印象を持つことが明らかとなり、実習
事後指導にワールドカフェを適用することの意義
が報告されている。増南7）は施設実習の事前指導
においても同様の結果が得られたと報告している。
一方で、上田他8）は、アクティブラーニングのた
めに行われている活動が、学生のどのような能動
性と学習に繋がっているのかについては十分に解
明されておらず、今後保育士養成としてどのよう
に寄与するものであるのかを明らかにする必要性
を論じている。

そこで本研究では、 上述のようにアクティブ
ラーニングの手法によって構成された学内実習が、
学生にとってどのように有効であったかを検証す
る。

2．研究方法
2．1　調査対象

T短期大学幼児教育学科に在籍し、2020年7月
27日～31日の学内で実施した施設実習および2020
年8月3日～7日の施設実習を終了した2年次生50
人（男子3名、女子47名）の内、研究協力の同意
が得られ、記名自記式WEBアンケート（Google
フォーム）の全質問項目に回答した48名を分析対
象とした（有効回答率96％）。

2．2　調査方法
施設実習終了後の教育実習指導の授業内におい

て、同科目の担当教員が口頭でアンケート調査の
説明を行った。本調査への参加は任意であり、対
象者はスマートフォンを用いて下記の調査項目に
回答した。

2．3　調査項目
アンケートの題目は「保育実習Ⅰ－②（施設実

習）の学内実習について」とし、調査項目は24項
目とした。調査項目の設問では、選択式の設問を
16問、自由記述の設問を8問設定した。なお、複
数回答を選択できる設問は6問である。アンケー
トの尺度は5件法を用いた。調査内容は、学内実

図３　具体的な体験をする参加型授業の様子

図２　えんたくんワールドカフェの様子
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施と切り替わった施設実習への関心・意欲（問1）、
学内実習に切り替わったことへの不安感の有無

（問2）とその回答理由（問3）、学内実習に切り替
わったことへの安心感の有無（問4）とその回答
理由（問5）、学内実習でクラスメートから受けた
刺激の有無（問6） とその回答理由（問7）、 グ
ループ学習の効果の有無（問8）とその回答理由

（問9）、グループ学習に自分は貢献できたか（問
10）とその回答理由（問11）、学内実習では自分
の意見・ 考えを深めることができたか（問12）、
学内実習では自分の意見・考えを発表することが
できたか（問13）、学内実習の学びの雰囲気は良
かったか（問14）とその回答理由（問15）、学内
実習の内容のうち、その後の施設実習に有効だっ
た実習内容（問16）、学内実習はその後の施設実
習でどのように有効だったか（問17）、学内実習
によってどんな力がついたか（問18）、学内実習
の内容に満足しているか（問19）、施設指導者か
らの指導内容（問20）、施設実習中に困ったこと

（問21）、 施設実習中に嬉しかったこと（問22）、
学内実習の内容についての要望（問23）、学内実
習の実施方法についての要望（問24）とした。

2．4　分析方法
上記の項目について、集計結果の比較および集

計結果を基に定量分析を行い、自由記述について

はカテゴリーを抽出して定性分析を行った。また
項目間の関連を検討するために相関分析を行った。
いずれにおいても有意水準は両側検定でp＜0.05
とした。データ集計および解析にはSPSS27を使
用した。

2．5　倫理的配慮
本研究の実施に先立ち、富山福祉短期大学研究

倫理審査委員会の承認を得た。倫理的配慮として
は、本研究の目的は学内実習という形式で実施し
た施設実習について検証し、実習内容の効果と改
善点の把握にあること、氏名の記載を求めるが、
研究目的以外には使用せず、データの管理につい
てはプライバシー保護に万全を期して取り扱うこ
と、回答は全くの任意であり協力しない場合でも
一切不利益等はないことを、口頭で説明し、研究
協力の同意書にも同様の点を明記した。

3．結果
「問1．学内実習への関心・意欲が高かった」は、

全体では「とてもあてはまる（64 .6％）」「ややあ
てはまる（3.0％）」で、Bグループ群では「とて
もあてはまる」の回答は1人もいなかったが、「や
やあてはまる（75％）」「どちらともいえない

（25％）」とあり、関心意欲が低かったと考えてい
る学生はいなかった（表2）。

表２　「問１．学内実習への関心・意欲は高かった」の集計結果

表３　「問２．学内実習に切り替わったため不安になった」の集計結果
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「問2．施設実習の前半が学内実習に切り替わっ
たため不安になった」 は「とてもあてはまる

（6.3％）」「ややあてはまる（20 .8％）」（表3）、逆
に「問3．学内実習に切り替わったため安心した」
は「とてもあてはまる（33 .3％）」「ややあてはま
る（43 .7％）」（表4）であり、不安よりも安心に
感じた学生が多かった。自由記述の回答には、不
安になった学生は「実際に施設で体験できる時間
が減ったから」「事例ばかり検討しても意味があ
るのか不安になった」などを挙げており、安心し
た学生は「「一人で行く施設実習は心細いが、学
内実習は友達と一緒にできるから」「先生と一緒
の学内実習なら分からないことを聞きやすいから」

「学内で知識理解を深めてから施設に行けるから」
などが挙げられていた。また「新型コロナウイル

ス感染症のリスクが軽減できたから」との回答も
21％あった。
「問6．学内実習によってクラスメートから刺激

を受けた」では、Bグループ群では「とてもあて
はまる（8.3％）」「ややあてはまる（75 .0％）」

（表5）で、その理由として「ポスターツアーや、
1日の振り返りなどでグループの人達の意見をた
くさん聞く機会があったから」「みんなで考えな
どを共有する機会が多かったから」などを挙げて
いる。「問8．グループ学習の効果」についてもB
グループ群は「とてもあてはまる（25 .0％）」「や
やあてはまる（66 .7％）」（表6）と、ほとんどの
学生が効果を実感しており、「グループで話し合
うことによって違う意見がたくさん聞けたから」

「自分の意見が言えるようになった」「他の人の話

表４　「問４．学内実習に切り替わったため安心した」の集計結果

表５　「問６．学内実習によって、クラスメートからの刺激を受けた」の集計結果

表６　「問８．グループ学習の効果があった」の集計結果
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を聞くことでなるほどという気持ちになった」「み
んなで考えることで色々な視点で考えることがで
きるようになった」と回答している。

またBグループ群は「問12．自分の意見・考え
を深めることができた（91 .6％）」（表7）、「問14．
学内実習の学びの雰囲気が良かった（100％）」（表
8）ことを高く評価しており、「グループ学習がた
くさんあったから」「自分の意見を発表する機会
が多かったから」「とても温かい雰囲気で意見を
言いやすかったから」「周りの人がしっかりと聞
くという姿勢をしてくれたので発表しやすかった
から」と述べている。
「問16．学内実習のうち、その後の施設実習に

有効だった内容」（表9） では、Bグループ群は

「回答項目2．外部講師による特別講義（83 .3％）
（全体では60％）」（表10）、「回答項目4．ポスター
ツアー（75 .0％）（全体では39 .6％）」（表11）、

「回答項目5．グループ学習（66 .7％）（全体では
56 .3％）」（表12）が上位であった。
「問17．学内実習がその後の施設での実習にど

のように有効であったか」 のうち「回答項目1．
施設実習に自信を持って望めた（83 .3％）」 が、 
Bグループ群は、 他グループ群（Aグループ群
66.7％、Cグループ群16.7％）に比べて非常に高く

（表13）、「クラスメートからの刺激（p値0.001）」
「学内実習への満足度（p値0.000）」との相関関係
も高かった（表14）。
「問18．学内実習でどのような力がついたか」で

表７　「問12．学内実習では自分の意見・考えを深めることができた」の集計結果

表８　「問14．学内実習は学びの雰囲気が良かった」の集計結果

表９　「問16．学内実習の内容のうち、その後の施設実習に有効だった実習内容」の回答結果　　

１１．．学学科科教教員員にによよるる講講義義

２２．．外外部部講講師師にによよるる特特別別講講義義

３３．．DDVVDD視視聴聴

４４．．ポポススタターーツツアアーー

５５．．ググルルーーププ学学習習

６６．．ププレレゼゼンンテテーーシショョンン

７７．．指指導導案案作作成成

８８．．模模擬擬保保育育
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表11　「問16．学内実習の内容のうち、その後の施設実習に有効だった実習内容
回答項目４．ポスターツアー」の選択者数

表12　「問16．学内実習の内容のうち、その後の施設実習に有効だった実習内容
回答項目５．グループ学習」の選択者数

表13　「問17．学内実習はその後の施設実習にどのように有効だったか
回答項目１．施設実習に自信をもって臨めた」の選択者数

表10　「問16．学内実習の内容のうち、その後の施設実習に有効だった実習内容
回答項目２．外部講師（施設職員・卒業生）による特別講義」の選択者数
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表15　「問18．学内実習によってどんな力がついたか
回答項目４．話し合う力」の選択者数

表14　「問17．回答項目１．施設実習に自信をもって臨めた」と相関関係の高かった項目

表16　「問18．学内実習によってどんな力がついたか
回答項目５．発表する力」の選択者数

表17　「問19．学内実習の内容に満足している」の集計結果

*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側)
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側) 
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は、「回答項目4．話し合う力（66.7％、全体は41.7 
％）」（表15）、「回答項目5．発表する力（66 .7％、
全体は33 .3％）」（表16）で、Bグループ群が多群
に比べて高かった。
「問19．学内実習に対する満足度」については、

「とてもあてはまる（16 .7％）」「ややあてはまる
（64 .6％）」で、どのグループも8割以上が満足し
ていた（表17）。
「問20．施設実習での指導内容」は、「施設につ

いての概要（79 .2％）」「利用児・者への関わり方
（89 .6％）」「利用児・者の実態（87 .5％）」が高く、
「指導案の書き方（2.1％）」「責任実習（4.2％）」
はほとんどないという状況であった（表18）。
「問21．施設実習中の困りごと」は、「実習生が

できる範囲（64 .6％）」「利用児・ 者との関係
（54 .2％）」「利用者への支援技術（45 .8％）」が高
かった（表19）。
「問23．学内実習の内容への要望」には、「実際

に施設で実習した先輩の体験談」や「施設職員の
話」が聞きたいという声が多くあり、「問24．学
内実習の実施方法への要望」は、「ワールドカフェ
やポスターツアーなど自分の意見を発表する力、
友達の発表を聞く力をつける機会」「グループディ

スカッション」などグループ活動や「体験できる
もの、こと」「リモートで、施設の様子を見学し
たり、施設の方と交流したりする」などがあった。

4．考察
4．1　アクティブラーニングの授業効果

本研究では、 学内で実施した施設実習にアク
ティブラーニングの手法としてポスターツアーや
えんたくんワールドカフェを実施し、仮説として
は施設実習に対して自己効力感や主体的な学習態
度に対して向上が見られ、施設実習に対する不安
感の軽減が見られることであった。先行研究にも、

「実習事後にワールドカフェを行った結果、保育
者効力感が高まった」6）や「ワールドカフェの実
施後の学生の感想から、学ぼうとする意欲の向上
がみられた」7）などと報告されているが、本研究
結果でも、同様の効果が得られたと考えられる。
アクティブラーニングを実施したBグループ群は
ほとんどの学生が、学内実習によってクラスメー
トから刺激を受け、グループ学習の効果を実感し
ている。話し合う力や発表する力がつき、その結
果、施設実習に自信を持って臨めたと認識してい
る。この点については他グループ群に比べても非

表19　「問21．施設実習中に困ったこと（複数回答）」の回答結果

表18　「問20．施設指導者からの指導内容（複数回答）」の回答結果

１１．．施施設設職職員員ととのの関関係係

２２．．利利用用者者（（児児））ととのの関関係係

３３．．実実習習生生ががででききるる範範囲囲

４４．．利利用用者者（（児児））へへのの支支援援技技術術

５５．．実実習習中中のの自自己己管管理理

６６．．実実習習生生同同士士のの関関係係

７７．．日日誌誌

８８．．指指導導案案

そそのの他他

そそのの他他

そそのの他他

１１．．施施設設ににつついいててのの概概要要

２２．．利利用用者者（（児児））へへのの関関わわりり方方

３３．．利利用用者者（（児児））のの実実態態

４４．．実実習習にに対対すするる基基本本事事的的態態度度

５５．．日日誌誌のの書書きき方方

６６．．指指導導案案のの書書きき方方

７７．．責責任任実実習習ににつついいてて

そそのの他他
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常に高く、アクティブラーニングの効果と考えら
れる。

Bグループ群では学内実習のうち、「外部講師に
よる特別講義」「ポスターツアー」「グループ学習」
が、高い割合でその後の施設実習に有効であった
としており、中でも「外部講師による特別講義」
と「ポスターツアー」は他グルーブ群に比べても
非常に高かった。これは前述のように、事前に外
部講師に、「講義形式ではなく、具体的な体験を
組み入れた参加型授業にしてほしい」という希望
を伝え、講義内容と実施方法について綿密に打ち
合わせを行った上で実施したことが功を奏したと
考えられる。実際には、手袋をはめて折り紙で鶴
を折って、手先の不器用さをもつ発達障害児の感
覚を体験するものや、ペアになって、1人は目隠
しをして、もう1人が目の見えない人をゴール地
点まで誘導するときの言葉がけや行動による支援
を体験するものなどがあり、いずれも意欲的に楽
しそうに取り組む学生たちの姿がみられた。

ポスターツアーについては、すべてのグループ
で実施することとなっていたが、Aグループは6
人という少人数グループであったため、一人一枚、
事例ポスターを作成しポスター発表という形式で
行った。Cグループはグループに分かれて指導案
を模造紙に書き、それをポスター発表という形で
掲示した。いずれもポスターは作成したものの、

「ポスターツアー」というアクティブラーニング
手法ではなかった。Bグループでは、ポスターツ
アーの方法やポスター作成への指導だけでなく、

「必ずポスターツアーの発表の中に、聞き手への
質問を入れること」と発表にもひと工夫させたこ
とで、聞き手はより集中して発表を聞き、発表者
と聞き手の対話が活発になったと考えられる。ア
クティブラーニングの手法による効果は、実施す
る教員のファシリテーションスキルによって大き
く左右され、また制限となり得ることからも、教
員間の連携やFD研修などでの研鑽やスキルアッ
プを図ることが重要である。

またBグループでは、毎日実習の最後に教員と
学生が一緒に円座になり、全員1人1分の振り返
りスピーチを行ったが、回を重ねるごとに、全員
に届くように大きな声で話せるようになり、長す
ぎず短すぎずちょうどいい分量で自分の学んだこ
とや感じたことを伝えたり、友達のがんばってい
る姿を認め合ったりできるようになっていった。
またこうしたインタラクティブな活動を重ねたこ
とによって、「とても温かい雰囲気で意見を言い
やすかった」「周りの人がしっかりと聞くという

姿勢をしてくれたので発表しやすかった」と、互
いに共感し合い、高め合おうとする仲間意識が育
まれ、「学内実習の学びの雰囲気が良かった

（100％）」という高評価になったといえる。「学び
の雰囲気が良かった」と全員が感じていたという
ことは、言い換えればどの学生も安心して授業に
参加していたということであり、だからこそ話し
合いや発表に、積極的にコミットすることができ
たといえる。それによって「話し合う力がついた」

「発表する力がついた」と自己認識し、施設実習
に自信をもって臨むことができるようになったと
考えられる。また相関分析から、「施設実習に自
信をもって臨むことができた」と「クラスメート
からの刺激を受けた」、「グループ学習」、「学内実
習への満足度」の3項目に強い相関関係がみられ
たことからも、アクティブラーニングの手法によ
る双方向・多方向型の対話が、学び合いのよい雰
囲気を作り出し、自己効力感を育んだといえる。

4．2　�施設実習に対する事前指導（学内実習）の
内容について

学内実習の内容や実施方法についての学生から
の要望としては、「ポスターツアーなどのグルー
プ活動」「体験」「先輩の施設実習体験談」などが
挙げられていた。本学では例年1年次後期の12月
～1月頃に、1、2年生合同の施設実習報告会を実
施し、施設の種別ごとに代表学生が施設の概要や
実習内容を具体的なエピソードとともに発表して
いるのだが、この時期は1年生にとっては初めて
の教育実習を目前に控えた事前指導の真っ最中で、
2年次の6月に行く施設実習は遠い先の話であり、
まだどの種別の施設に配属されるかも決まってい
ない中で、すべての種別の話を一通り聞いても、
自分ごととして関心を寄せて情報をキャッチする
ことは難しいと考えられる。今後の実習報告会の
時期の見直し、あるいは、2年生から1年生への
体験談を伝える機会を別途適切な時期に設けるこ
とも検討に値する。

今回は施設での実習が5日分短くなったことも
あり、「DVD視聴で施設の実態がよくわかった」

「DVD視聴で施設実習のイメージがつかめた」と
する回答がある一方で、「DVD視聴なら、わざわ
ざ学校に来なくてもよかった」という回答もあり、
集団で学び合うことの意義を考えさせられる。こ
のような場合、動画や映像視聴は各自が事前に予
習として視聴しておき、授業ではその内容につい
て、グループディスカッションなどで対話的に理
解を深めていくといった反転授業にするとよいの
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ではないだろうか。また、実習指導といえば指導
案の書き方や模擬保育に多くの時間を充てること
が多いと思われる。本学でも、保育所実習や幼稚
園実習のための事前指導では、それらのことに多
くの時間をかけて丁寧な指導を心がけているとこ
ろである。しかし今回の調査結果によると、学内
実習の内容のうち「指導案作成」や「模擬保育」
はその後の施設実習ではあまり有効ではなく、施
設 で の 指 導 内 容 と し て も「指 導 案 の 書 き 方

（2.1％）」や「責任実習（4.2％）」と非常に低い
ことが明らかになった。このことから、施設実習
では、指導案の書き方や模擬保育よりも、施設や
施設利用児・者についての理解を深め、具体的な
支援について施設職員や専門家から指導いただく
ことに重点を置くことが有効であるといえる。

5．おわりに
本研究では保育士養成課程における施設実習に

焦点を当て、施設実習への関心・意欲が低く、施
設についてあまり知らないがゆえに不安感を強く
もっている学生が対象の、アクティブラーニング
の手法によって構成された学内実習が、 学生に
とってどのように有効であったかを検証した。今
回の研究では、アクティブラーニングの手法によ
る双方向・多方向型の対話による学び合いが、学
内実習によい雰囲気を醸成し、主体的な学習態度
や自己効力感などの向上を生み出すという効果が
認められた。ただ、アクティブラーニングという
のはあくまでも手法であり、アクティブラーニン
グ＝グループワークではない。ワールドカフェな
ら、どのような「問い」を立て、どのように話し
合いを深め、いかに対話の成果を学生自らの学び
へと深化させることができるかは、教員のファシ
リテーションスキルによってその効果が大きく左
右されるものであって、安易な見様見真似で導入
しても高い効果は得られないのである。そのよう
なことにも留意し、今後は、相互授業参観やファ
シリテーション研修などによって、どの教員もア
クティブラーニングの手法を効果的に導入できる
よう取り組むことが望まれる。
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Verification of the Learning Effectiveness of Active Learning-Type 
Classes in the Pre-Training Guidance of Facility Practice in the 

Course of Child Care Teacher Training

Noriko FUJII 1）, Hiroko MIYAKOSHI 1）, Karin MIYAKE 2）

1） Department of Early Childhood Education, Toyama College of Welfare Science
2） Toyama Forest Kindergarten

Abstract:
Among the practical training in childcare required to obtain a license as a childcare teacher, there 

are difficulties in providing guidance for practical training in facilities (i.e., practical training in child 
welfare facilities other than nursery schools) because students are less aware of the importance of this 
training compared to practical training in nursery schools, and because there are many types of facili-
ties for practical training and the expertise required in each facility is diversified. In order to increase 
students' interest in facility training and reduce their anxiety about the training, we have introduced 
active learning methods such as the World Café and poster tours into the pre-service training (on-cam-
pus training), and verified the effects of these methods through questionnaires to students who had 
completed the facility training. The results of the survey showed that the active learning group re-
ceived stimulation through the group study from their classmates, improved their ability to discuss and 
make presentations, and as a result, were able to go into the facility training with confidence. The in-
teractive and multidirectional discussion of the active learning method has been found to create a good 
atmosphere in the classroom, also found to have the effect of improving their independent learning at-
titude and self-efficacy.

Keywords: facility practice, childcare practical training instruction, active learning
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□ １． 原稿の内容はほかの出版物にすでに発表、あるいは投稿されていない。

□ ２． 筆頭著者は富山福祉短期大学教職員である。

□ ３． 倫理的配慮を要する研究はその内容が記載されている。

□ ４． 英文要約は添削を受けている。　チェック・機関名

□ ５． 論文コピーは３件必要であり、２件には筆者名のないものとする。

□ ６．
原稿はWord、Excel、PowerPointソフトにより作成し、紙媒体と電子媒体を作成する。
紙媒体はＡ４用紙に１行40字・40行である。表・図の挿入位置は、本文の右側の欄外に
記入している。

□ ７． 原稿の長さは原則として、本文・表・図を含めて20頁以内、刷り上がり時12頁以内である。

□ ８．
論文は、はじめに（序または研究の背景など）、研究目的、研究方法、結果、考察、結論、
謝辞、引用文献の順に構成している。

□ ９．

原稿は以下の順に構成している。
［第１頁］標題、所属名、著者名、和文要旨（500字以内）、和文キーワード（８語以内）。
［第２頁］英文で、標題、著者名、所属名、Abstract（450ワード程度）、Keywords（８
語以内）。
［第３頁以降］
本文の章、節の番号は、第１章に当るものは、“１．”第１章第１節に当るものは、“１.１”
というように付ける。また、式番号は、章ごとに（２.１），（２.２）のようにして、式の左
側に統一する。

□ 10．

表は一枚の用紙に一つの表を書く。表の番号は論文中に現れる順に従って、表１、表２、
…または、Table１、Table２のように書いている。
また、図は論文中に現れる順に従って、図１、図２、…または、Fig.１、Fig.２、…のよ
うに書いている。

□ 11．

引用文献の書き方は、本文中で引用する順に、１）、２）というように項番を付け以下の
ように記述している。
・論文、研究報告等の場合
　　　著書名、表題、雑誌名（学会名）、巻、号、ページ（始―終）、発行年（発表年）
・雑誌の場合
　　　著書名、表題、雑誌名、巻、号、ページ（始―終）、発行年
・単行本などの場合
　　　著書名、書名、出版名、
・出版年編集書の中の一部の場合
　　　著者名、標題、編集書名（編集者名）、巻、ページ（始―終）、発行所名、発行年

□ 12． 本文中での引用文献の引用は、文献１）、文献２）のように記述している。
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